
 - 1 - 

第１５日目（９月１６日） 

○議   長（峠 佳一君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２９名であります。 

ただちに本日の会議を開きます。 

なお、角谷英一君より葬儀のため午前中欠席、平賀水道事業管理者より公務のため午後１

時から２時間ほど中退の届が出ております。これを許します。 

○議   長  本日の日程は一般会計決算審議とし、一般会計決算審議を続行いたします。

（午前９時３０分） 

○議   長  第８７号議案 平成１９年度南魚沼市一般会計決算認定についての歳出の

審議を続行いたします。第５款 労働費の説明を求めます。 

○産業振興部長  （説明を行う。） 

○議   長  労働費に対する質疑を行います。 

○佐藤 剛君  １点だけお伺いいたします。１９２ページの説明のありましたチャレンジ

ショップの件ですけれども。この件、私も以前、効果の程はというようなことで質問をしま

した。そして今の説明の中では経営をやっていけなくなって使命が終えたというようなこと

ですけれども、それで閉鎖をしたということです。私はチャレンジショップにつきましては、

自分なりには個人の起業といいますか事業を創業する方への支援とあわせまして、商店街と

か空き家対策とか、そういう商店街活性化というような両面の意義、意味があると思うので

す。一つには支援をやっていた方への必要性がなくなったということで、それを止めるとい

うのはわかるのですけれども、目的とする大きなところまで止めてしまっては、ちょっとま

ずいかなというような気もするのですけれども。 

例えばチャレンジショップに代わる商店街活性化の、そうしてまた空き家対策の新たな事

業。チャレンジショップはもう終わったから新たな事業をやって、目的とするところは新た

に求めるのだというような、そういう考え方の中でのこういう措置といいますかであれば納

得できるのですけれども。手段もあわせて目的まで外してしまうとちょっとどうかなと思う

のですけれども、その辺の考え方をお願いします。 

○産業振興部長  もともとが一応５年間の限定ということで始まっておりましたので、５

年目にはきちんと見直しをするようにという指示もございました。ちょうどその辺とそれか

らこれを事業主体で実施をしておりました駅前通り商店街の皆さん方の方が、自分たちの持

ち出し分もあるわけでございますので、そういう意味ではちょっと考えさせていただきたい

ということと、ちょうど１月、２月、３月に皆さんが全部出られてしまいまして、入る方が

いないというような状況の中でこういう決断をしたわけでございます。 

それでこれに代わるという部分でございますけれども、元々これは１回だけの部分でござ

いました。この中から卒業組を自主的出店者支援事業というのがもう１個ございますので、

こちらは空き家の方である坪数を借りてきちんと営業してくださいという制度を一つ残して



 - 2 - 

ございます。そういう意味では補完する事業があるということで私どもの方は判断をさせて

もらいました。昨年そういう方が１件ございまして、１年経たないと該当になりませんがこ

の程一応補助金申請が出てきましたので、これにつきましては家賃の補助――３万円上限で

ございますが１カ月――これにつきまして該当者が１名、生じてございますのでそういう意

味でご理解いただきたいと思います。 

○腰越 晃君  １９３ページ、被災地域緊急雇用創出事業です。これについて１４くらい

事業が載っていますけれども、この事業分の中にはやはり今後継続してずっと続けていかな

ければならない事業等あるかと思うのです。そういうことでいわゆる被災地域緊急雇用創出

事業というもの、いつまで続くのかちょっと不安な部分もあるのですが。概略でかまいませ

んけれども、もう後どのくらい続く見通しなのか。あとこの事業分の中でやはり今後も継続

していく事業があるのかどうなのか。その辺の考え方を説明願いたいと思います。 

○産業振興部長  まず継続の関係でございますが、もともとこれも当初立ち上がったとき

には３カ年事業ということで私どもが説明を受けてございましたので、１７、１８、１９の

３カ年で終わりになったはずでございます。ところが果実の運用でございますので、年間約

６０億円の果実があるわけでございまして、この果実を今のところは消化率が悪いという協

議会の中でのいろいろな話が出ているようでございました。 

そういう意味では事業継続の希望という言い方はおかしいでしょうか、まだそういう事業

をやりたいというものが大体今前後くらいに各市町村に確認が入ります。それで例えば２０

年度も６月補正で補正を願いまして１億４,０００万円を超えるような事業を今組み込んで

いるわけでございますが、これも終わりだったというふうに考えておったわけですが、昨年

の今頃継続の有無についての調査がございましたので、ぜひ、継続をしていただきたいとい

う中で１年延びたというあれがございます。 

ただ、それがもう３年間延ばすというようなそういう意味の話は来てございませんので、

担当に聞きましたら２１年分も事業実施の有無があるかどうかというまた調査が来たようで

ございます。少なくとも南魚沼市は要望がございます、ということで返事をする予定になっ

ておりますので、そういう意味ではまた基金の方の関係の全体の中で、どういうふうに資金

を割り振りするかという中で結論が出るのかなと思います。まだ確約とかそういうのは一切

もらってございませんので、あくまでも私どもは要望していくというようなものでございま

す。 

 それから２点目でございますが、事業継続を実施したらどうだという部分がございますが、

どうでもやらなければならない事業もあるはずだという部分でございます。そのとおりでご

ざいまして、この中には既存経費を振り替えをしたものも大分ございます。だからこれが終

わったあとでその分は一般会計で予算措置ができるものとできないものが、多分実際だめな

ときには生じてくると思います。これは担当課サイドが事業要望しまして私どもがまとめて

申請するということになりますが、その前に財政とのすり合わせもございますのでそういう

中でやはり事業の優先度等があれになりまして、これがなくなっても継続するとかという形
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での調整になるのではないかなと。私どもは実質的にこれは取りまとめの部分が多いですの

で、私どもで必要ですので、という部分があまりないものですから、そんな答弁しかできま

せんのでご勘弁いただきたいと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第５款 労働費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第６款 農林水産業費の説明を求めます。 

○産業振興部長  （説明を行う。） 

○議   長  農林水産業費に対する質疑を行います。 

○阿部久夫君  １点だけお聞きいたします。２００ページの部長の説明にはなかったので

すが、新潟県食の安全・安心という事業が決算資料の方にＧＡＰの策定・実践ということで

載っております。これはあれでしょうか、今後ＧＡＰに対してはどのような取り組みをやる

のか。今これどのようなことをやってこられたのか、お願いいたします。 

○農林課長  ＧＡＰにつきましては、生産工程のきちんとした証明をして、そのとおり生

産をするという取り組みになるわけでありまして、ＪＡ魚沼みなみさん、ＪＡしおざわさん

がそれぞれこの事業に取り組んでいますが、今のところＧＡＰの農家に対する啓発・啓蒙と

いうのが中心でありまして、これからそれを使って消費者等にお示しをしていこうというよ

うな取り組みをこれからやろうと、２０年度もやる予定であります。 

○阿部久夫君  ＧＡＰは今、正直なところ全国の農家の皆さん方も非常に関心を持ってい

る事業であって、私たちも視察に行って来たのです。ＧＡＰに対しては、やはりこれからの

農業というものはそういった管理、生産管理も一番これから見直されて必要な中で、この南

魚沼市もきちんとしたことをやっていかないと取り残されますよ、というような説明を受け

ました。 

おそらくＧＡＰなんて言ったってなかなか一般の農家の皆さん方は理解していないと思う

しわからないと思うのですが、こういった取り組みというものをきちんとまた農家の皆さん

方やそういう方にお知らせして、できるだけ取り入れて、そして食の安全についてもまたし

ていただきたいと。そのような取り組みをまた強く持っていただきたいと思いますが、もう

一度部長でも課長でもお願いいたします。 

○農林課長  阿部議員さんのおっしゃるとおりだと思います。両農協さんとも生産の方は

今一生懸命やっていますので、消費、また売る方でＧＡＰというのが生産履歴と共にまた大

事な部分だということで認識していますので、市としても一緒になって取り組んでいきたい

とこんなふうに思っています。よろしくお願いします。 

○寺口友彦君  ２００ページの農地集積事業に関連してですが、決算資料によりますと、

農地についての利用権設定についての率といいますか件数が、若干落ちてきているのではな

いかと思うのですけれども、この辺の事情について説明願いたい。 

○農林課長  利用権の設定につきましては、担い手、認定農業者等に対して貸し出し等を
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増進していくという事業になるわけでありまして、農業委員会の資料の中に書いてあるとお

りということになるわけでありますが。特別減っているということもないと思いますけれど

も、ちょっと年々の状況というものがあるものですから。農業委員さん自体が申し込みを受

けて貸す相手を探したりして、利用権の設定を担い手に対して進めていくということであり

ますので、数字的に私が１８年の数字を承知していませんので、増えたか減ったかちょっと

わかりませんが、あとでもし減っていれば状況を調べてまた報告させていただきたいと思い

ます。 

○寺口友彦君  利用権設定については１０年間という形での貸し手と借り手がいるわけで

す。平成１８年度までだったかなと思いますが、貸し手・借り手に対して若干の補助金とい

いますかそれが出ていたと。それがなくなったせいでこの利用権設定が若干落ちてきている

のではないかと思うのですが、この辺についての資料がありましたら教え願いたい。 

○農林課長  担い手に対する農地の集積を進めるということで、事業的には２００ページ

に「イッキに担い手農地集積事業補助金」というのがありまして、これは額は少ないですけ

れども１５万３,８００円ということで出ています。今までは、県の事業なのですけれども、

県と市でそれぞれお金を出し合いまして農地の集積を進めてきたわけです。が、１９年度に

つきましては、県の方が事業がちょっと変わりまして、４ヘクタール、要するに品目横断の

対象にもう少しでなれるという人に対してというかそれしか該当にならないという事業にな

りましたので、補助金的には非常に少なくなったわけであります。 

利用権の設定につきましても、１９年から品目横断が始まりましたので１８年度中は多分

それぞれの集落に出かけて利用権の設定等を進めてきたと思うのですが、農地の数は限られ

ていますので、前の年にかなり利用権が発生する取り組みをすれば、当然次の年はそれなり

に毎年ほどは増えないということはあろうかとは思います。事業的には一生懸命担い手に対

して集積を進めているということでご理解いただきたいと思います。 

○寺口友彦君  これは１９年度決算とは関係がなくなってしまうかもしれませんが、要は

貸し手、貸し手についても若干なりともお金が出るという部分が、これから農地の集積に非

常に大きな役目を果たすと私は思っているのです。特に私の地域については平均耕作が大体

５反歩ぐらいですので、こういう方たちの農地をどんどん集積していくということについて

も、こういう面では非常に大きな効果があると思うのです。この辺は当然研究をしていただ

いて、件数ばかりではなくて面積的にも相当伸びていくという方向を打ち出していただきた

い。以上。 

○笠原喜一郎君  農業者年金についてちょっとお聞きをいたしますが、この前の若井議員

だかの質問の中で、課長はあまり適切な答弁でなかったなと思っているわけですけれども。

今までの農業者年金というのは「支える」ということで、現役の方が受給者を支えるという

ことですけれども、受給者が今１,６００人くらいいますので、そうするとなかなか支えきれ

ないということで１回整理をされたのです。 

だけれども今の農業者年金というのは積み立て方式で、そこら辺をきちんとやはりこれか
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ら掛けていただきたい方、入っていただきたい方に説明をして、ましてや掛け金がすべて社

会保険控除になるわけですので、そういうメリットをやはりもっとＰＲをしてやっていって

いただきたいなというふうに思っています。 

認定農業者あるいはこれから担い手といわれる方のやはりサポートをする制度ですので、

その辺をもう少しやはり課長あるいは職員の方からやっていただきたいというふうに思って

います。 

○農林課長  農業者年金につきましては、若井議員さんから補正のときにも質問ありまし

て、ちょっとお答えさせていただいたわけでありますが、ちょっと私もいきなりの質問だっ

たものですから動揺しまして若干わからないところもありましたが。 

それで今、笠原議員さんからもおっしゃられましたように、１３年の１２月で旧制度が変

わって、１４年の１月から新たな制度ということで、おっしゃられるように自分で積み立て

た分について保証されるという積み立て方式に変わりました。したがって旧制度みたいに人

数が増えてきたのだけれども、もらう人が増えてきてしまってやりきれなくなったという制

度とは違いますと。こういう制度でありますので、それに対して利息分が年金として６０歳

――６５歳が原則ですけれども６０歳からも貰えるという、非常に農業者年金基金の方から

の説明ではいい制度になっていると、こういう制度になりました。 

私たちも認定農業者の皆さんとの会、また、年金友の会ですかそういういろいろの会を通

じまして、農業委員さんがそれぞれ現場に出かけて説明させていただいて、一人でも多く加

入していただきたいということで推進していますのでよろしくお願いします。 

ちなみに資料にも書いてありますけれども、南魚沼市では加入者が１８１、受給者が１,６

１４ということですが、これはちょっと旧制度の方々の数もここに入っているということで

す。全国では１４年から始まった事業なので、約１割６８万人ぐらいの方が入っているそう

ですが、そのうちの１パーセント程度が今、新しい制度の中から受給者として増えていると

いう状況ですので、周知していきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○牛木芳雄君  それでは何点かお伺いをしたいと思いますが、まず１９８ページ農業委員

会費です。旅費。金額は少ないのですけれども決算ですのでお伺いをしたいのですが、旅費

の中で不用額が３７万円出ています。パーセントからいうと予算額に対して３５パーセント

程になると思うのですが、大変な不用額が出たこの説明をお願いしたいと思います。 

 もう１点は今ほど前者が質問したように農業者年金のことですけれども、歳入のところで

課長の説明の中では、監査から指摘を受けた。農業者年金に加入に出てその成功報酬を個人

に払え、というふうな監査から指摘を受けて、当年度から個人に支払いをしているとそうい

う答弁があったわけです。どこの監査からどういう指摘を受けたか詳しくちょっと聞かせて

いただきたい。 

 次にもう１点ですが２００ページ、市の病害虫防除協議会についてです。予察事業、多分

これは共済とか農協と市と３者で予察をやっていると思うのです。その予察事業は、今年は

当年度は何回ぐらい行われたのか。予察の効果のほどを聞かせていただきたいと思います。 
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 もう１点。同じページの下から５段目くらいですけれども、塩沢町地域農業振興会議補助

金というのが３０万円ほど執行されていますけれども、これはどういう性格の補助金でどう

いうふうに使われているのか。これに匹敵するような補助金は大和地域、六日町地域には私

見当たらなかったのですけれども、その辺の詳しいところを教えていただきたいと思います。 

○農林課長  ちょっと順番が逆になるかもしれませんけれども、まず旧塩沢町に払われて

いました地域農業振興会議補助金３０万円であります。これは合併した当時はもう少し多く

支払いをしていたのですが、塩沢町の、実質的には農協さんに払っているわけでありますけ

れども、生産部会、稲作ですとか園芸ですとか水産部会と、いろいろ部会あるわけでありま

す。それらに対して旧塩沢町で農協を通して支払いをしておったということです。合併後す

ぐ――市がそういう生産部会に対する助成というのは、旧大和、旧六日町では直接的な部分

ではしておらなかったわけでありますが、塩沢町の方では長年やっておったというようなこ

とでありましたので、合併してすぐというわけにいかないだろうということで、年々金額は

当然減らさせていただきましたが１９年までということで、２０年からは一応廃止をさせて

いただきました。それぞれの部会ごとの振興を図っていただきたいということの補助金でご

ざいます。 

 それから予察でありますが、これは昨年和田議員さんから名前が適当でないということで

名前を変えさせていただきました。安全・安心米づくり推進協議会ということで２０年から

はやっておるわけであります。その中の主な事業は当然予察であります。予察も昔はイモチ

の予察が主でありましたが、ＢＬに変わったということでほとんどイモチ病の予察というの

は必要なくなったわけであります。現在中心的にやっているのがカメムシの生息の調査をや

らさせていただいています。 

ちなみに大和地区が４８カ所、六日町地区が６０カ所、塩沢地区５９カ所で、それぞれ４

班、５班体制――１班３人でありますけれども４班、５班体制でやっておりまして、６月か

大体８月でありますが、年６回ほど現場で調査をさせていただいているという事業でござい

ます。 

 それから監査の。農業委員会の前回の補正をさせていただきました謝礼の件でありますけ

れども、これにつきましては県の上部監査があるわけであります。そのときに歳入の方でそ

ういう部分が一般会計に入っているわけでありますけれども、支出の方で項目を起こして支

払いをしなさいということとが指摘されたということで、今回、２０年度からは一般会計の

６款の中で項目を起こすということでございます。 

 それから次の出張旅費でございますが、かなり不必要となったということでありますけれ

ども、これも公用車、バスを使ったり乗用車等を使う中でできるだけ経費の効率化といいま

すか削減に努めた結果だということだそうですので、大巾に減ってはいますがそういうこと

でございます。 

○牛木芳雄君  では最初の旅費の件からお願いします。今いろいろ庁用車からバス等々で

変えて結果的に減ったということですけれども、１８年度に決算を見てもやはり半分ぐらい
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不用額を出しているのです。今回もそうだし、２０年度予算は若干金額を減らして予算計上

してある。農業委員会の、先ほどの成果の概要を見てみますと、定例会はもちろんそうです

けれども、各委員会等もきちんきちんと３回、４回等々行っていて、私は活動をきちんとし

ていると思うのです。研修もしていると。そういった中で例えば不用額を出すということは、

これはいいことか悪いことかといえば、若干いい方の部類に入ると思うのですけれども、不

用額をいっぱい出せばいいというものでもないと思うのです。 

決算ですから、議員必携にも書いてあるように、決算はこういうふうにきちんと審査をし

なさいということですから。過大な見積もりがあったか。あるいはしようと思ったけれども

されなかったか。あるいは特別な理由があったかとか。目的は達成して十分に達成されてい

るのだけれども倹約をして余ったかとか。いろいろの結果として不用額というのが出てくる

と思うのです。 

それで３年もずっとくると、ともすると惰性で予算計上をしていたのではないかというふ

うな感じがする。まあ数十万円ですから金額は少ない。少ないけれどもほかのやはり項目を

見てみますと、これほど多くの不用額を計上しているのはあまり見当たらない。とすると私

は惰性的にきたという可能性が十分に多いなと思うのです。 

でも、決して農業委員の皆さんの活動がこれによって停滞しているとは思いません。成果

を見てもわかります。そういうことからすると、事務局辺りでもう一つ精査をした方がいい

のではないかというふうに私は感じています。もう１回ご答弁お願いいたします。 

 それから農業者年金のことですけれども、今までは多分農業者年金加入強化月間というよ

うなものがあって、総会で決議をしてそして農業委員の皆さんは、あれとあれのところに加

入に行って来いというふうな指示を受けて、手持ちをもらってタオルとかボールペンとかメ

モ用紙とかといういわば土産を持って農家の皆さんを訪問をして「どうぞ農業者年金に入り

ませんか」というふうにして勧誘をしてきたわけです。 

農業委員は特別職の公務員という身分ですよね。そういう皆さんが勧誘をして個人的に成

功報酬を受け取るというようなものは、私は馴染まないかなというふうに思っていたのです

が、上部監査から指摘を受けたということですから。私は馴染まないとずっと思っていたの

です。思っていたのですが、どういうことで。先ほどちょっと話がありましたけれども、詳

しくは課長、事務局長は言わなかったわけですが、どういうことでどういうふうな指摘を受

けて成功報酬を個人に払うようにしたと。その額はどのくらいか。それで当年度は何人勧誘

したら何人加入したか。 

私は先ほど２２番議員が言ったように農業者年金は本当に――改正された後ですよ。改正

された後は本当に非常にいい農業者年金制度だと思っているのです。確定拠出型ですから。

今、多分利回りが５点何パーセントだと思っているのです。農業者というのは国民年金です

から、年金をもらうときには最高でも４０年掛けて８０万円程度しか貰えないわけです。こ

の農業者年金は自分でも掛けていますけれども、老後の安心とした年金です。厚生年金の皆

さんの後期高齢者医療制度では、標準的なモデルは２３０万円と計算していますから、全く
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農業者でこれに加入していなければ、厚生年金の皆さんの３分の１しか年金が貰えないとい

うことですから。そういう面では全額社会保険料控除として認められる制度ですから、やは

りきちんと私は勧誘してもらいたい。 

ただ、農協の皆さんはあまりしないのです。勧誘しない。なぜかというと自分でも年金共

済という商品を持っているから。そちらの方を勧めたがるけれども農業者年金は勧めません。

農協の職員、役員は勧めない。農業委員の皆さんが唯一、私は勧める年金だと思っているの

です。そういうことで積極的に勧めてもらいたいのだが、今言ったように成功報酬というの

がどういう位置づけだったかということをお願いしたいと思います。 

 もう１点、予察事業です。農林課長言うとおり、今ほとんどＢＬに代わってからイモチ病

は出ません。田植え時期に粒剤を処理すれば――それすらしない方もいますけれども――出

ません。カメムシだけで６回といいます。カメムシだけで６回なんてもう私は必要ないと思

っているのです。多分７月下旬から８月上旬にかけて１～２回すれば動向はわかりますから、

予察６回というのはちょっと見直しがいいのかなという私は気もしているのです。 

かつては虫でも病気でも予察をした結果、危ないと思えば黄色い紙で持って広報を出した。

もっと危ない、危険だと思ったら赤い紙で緊急的に広報を出した。最近１年間はそういうこ

とはありませんでしょう。１年間も２年間も多分ないと思っているのです。農家の皆さんに

そういう周知を徹底するような危険なことはないと。 

塩沢農協はわかりませんけれども、魚沼みなみ農協は農業技術情報といいましたか、何と

か情報というのは毎月１回、３月から多分９月ごろまで７回程度出していると思うのです。

その中でもきちんとこの時期にはこういうのをやりなさい、こういう病気に対してはこれこ

れこうですよというふうに情報を載せているわけですからね。私は、本当はきめ細かな指導

も大事ですけれどもやはり倹約できるところは、６回なくてもいいかなというふうに。６回

でもこれもあれでしょう、ずっと昔からいわばＢＬになる前からの積み重ねで６回という回

数を設置してきたのではないかというふうに思っていますが、もうほとんど病気に心配がな

いようであれば、若干見直してもいいかなというふうに思っていますが、もう１度お願いい

たします。 

○農林課長  それではちょっと順番が前後すると思いますけれども、まず年金の謝礼の件

でございます。今回補正させていただいたものは９人分ということで、１件１万円ですので

９万円補正させていただきました。歳入といたしましては１９款の３項３目というところに

農業者年金基金業務費委託金ということで百何万円、１９年度上がっておるわけですが、そ

の中にその人の分というのが入っておりました。１９年度は一般会計の方で財源化したとい

うことでありまして、先ほどお話ししましたように歳入で入っておるわけでありますから、

歳出の方も起こして支払いなさいと。年金を一人でも加入推進を図ってくださいということ

が目的だというふうに聞いております。 

 それから旅費の不用額でありますけれども、確かにおっしゃるとおりな部分もあろうかと

思います。やはり予算を組むときには、何回か年に農業委員さん、当時４５人いたわけです
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が、それぞれで出かけるということになりますと、それぞれの単価を掛けて旅費をはじき出

すということになりますので、予算要求等はそれでさせていただいておるわけであります。

実質的にバスとかがたまたま出ると、その分が要らなくなるということにつながるわけであ

りますので、２０年度はもう予算措置をさせていただきましたので２１年度以降につきまし

ては、おっしゃられるようにそういう部分については実績等を踏まえて予算措置をさせてい

ただくということになろうかと思います。 

 それから予察の効果とかでありますが、予察につきましては牛木議員さんいちばんご存知

だと思いますけれども、イモチだけではございませんし、またカメムシだけというわけでは

ありませんで、始まりはイネゾウムシから始まってきまして、バッタ、ウンカというような

ものをそれぞれ調べています。 

確かに被害というようなものは最近おかげで出ていませんが、上部機関に防除所というの

がありまして、そこからやはり県として全国の防除を通して、そういう実態があるのかない

のかを調査してくださいということもありまして、今６回ほどやっております。またイモチ

につきましても、ないという絶対的なものはないわけでありまして、若干出ないとも限りま

せんので引き続き６回がいいのか５回がいいのか検討させていただきますが、ご理解をいた

だきたいとこんなふうに思っています。 

○若井達男君  成果の概要４９ページです。今年も刈り取りがまさに始まりました。カン

トリーの利用状況についてでございます。毎年のことながらカントリーの利用状況について

は心配されるところです。今年なんか特に原油の高騰というようなことで、カントリーは値

上げをしませんからカントリーの利用をぜひとも、ということでＪＡみなみではやっておる

わけですけれども。 

それにしましてもここに昨年の利用状況が載っておりますけれども、六日町カントリーで

６８.４、大和カントリーで７８、塩沢カントリー４３.５と。塩沢カントリーですが５０パー

セントもはるかに切って４０パーセント台前半。 

これは毎年たぶん指摘はされていると思いますが、最大なるこういった数字が出てくる原

因というものはどこからきておるわけですか。そしてこれはこのまま放っておいてこの数字

がずっと走っていって心配はないわけですか。 

私は懸念されるのは、これはやはり目的があって建設されている施設でございます。そう

いったものは７割相当が利用されたときにカントリーが自主運営ができるというような形の

ものが、このままいったときに近い将来、遠い将来ではないですよ、近い将来運営に心配が

ないか。その辺まで一つあわせて答弁をお願いします。 

○農林課長  カントリーの利用状況につきましては、４９ページにお示しをしてあるとお

りであります。大体カントリーの利用率というものは、概ね７０パーセント程度以上という

ことで国の方からは言われておるわけであります。六日町さんが若干不足していますがこれ

はこれとしましても、塩沢の方が４３.５というようなことで半分の半分みたいなになってい

るわけでありますけれども。 
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やはり一つの原因としては、塩沢地域につきましては農協さんの米の集荷の実績といいま

すかそれらがなかなか進まないと。したがって農協さんのカントリーに持って行かないで、

自分で米を乾燥して精米をして販売するという方がかなり多いというふうに農協さんからは

聞いているわけでありますが、それらの要因の中でなかなか進んでこないという実態がある

そうであります。 

ただ、私ども先ほど言ったように７０パーセントぐらいというようなことで、おそらく事

業計画を立てて申請した事業だと思います。これは県の事業で取り組んだというふうに聞い

ていますので、塩沢農協さんにつきましても今年はかなりまた集荷等を進めたいということ

で、直接販売をかなり今まで以上に取り組む中でやりたいということで、今年はもうちょっ

と確か集荷率が上がっています。 

カントリーの利用率も最終的には上がるだろうというふうに思いますが、農協と私どもと

いたしましても両農協さんに対しましてできるだけ、原油も高騰しているわけでありますの

で共同利用した方がコストの方も下がるわけであります。そういうふうに指導といいますか

話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○若井達男君  答弁は全くそのとおりだと思います。しかしながら現状を見たとき、先ほ

ど８番議員の方からも指摘がありましたように農地の集積をしようと。これからのこれは担

い手を始めとして大きな今問題に取り組んでいるわけです。平均５反歩だと。そういったと

ころの皆さんがすべての機械を準備してということは、なかなか難しい。担い手の皆さんは

そういったものを受けてやるにも、平均５反歩というところはまさにこういったカントリー、

そういったものが整備されて初めて農地集積から始まって、担い手の皆さんは担い手を・・・。 

そしてこういった人たちは５反歩のところは集落営農は難しいのです。２０ヘクタールは。

集落営農で３０戸あるうち、８町歩、９町歩やっている人が抜けて担い手で個人でやれたと

き、残りの皆さんは、これは集落まず無理なのです。そういうときこそやはりこういったカ

ントリーの利用、また機械化の組合利用、そういうものこそ必要なのです。 

六日町の今のカントリーが始まったときには、カントリーの利用率を高めようということ

でコンバインリースから始めたのですよね。今ある機械を整理される農家は整理して、そし

て農協でコンバインをリースで出しますので、９８万円、それを使ってくださいと。そして

カントリーの利用率を高めましょうと。それでないとカントリーの運営は難しいですよとい

うことなものですから、４０パーセント前半の利用率が続いた時、いま一度この先は心配な

いですか。それだけ一つはっきり答弁願います。 

○農林課長  塩沢地域につきましては非常に心配です。というのは、やはり法人の数も大

和、六日町等に比べるとかなりというか大幅に少ないですし、また担い手、認定農業者もか

なり少ないという中でありますので、そういう法人また担い手の育成ということで大規模化

する中で、できるだけ市としてもカントリーの利用とかほかの機械もあるわけでありますけ

れども、そちらの方につなげていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第６款 農林水産業費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第７款 商工費の説明を求めます。 

○産業振興部長  （説明を行う。） 

○議   長  ここで暫時休憩といたします。再開は１０時５５分といたします。 

（午前１０時３５分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

○議   長  第７款の商工費に対する質疑を行います。 

○中沢一博君  ２１６ページの中小企業金融制度事業について聞かせていただいきたいと

思いますけれども。ご承知のとおり、昨年末から原油高騰がかなりきてあちこで影響が出て

きているわけですけれども、市当局から結果の申請がここの方に載っておりますが、現実、

申請数というのはどのくらいあったのでしょうか。また、例えば申請までいたらなかったの

が、もし、時点ではねられたとかそういう状況等を掌握していたら教えていただきたいと思

います。 

 ２点目ですけれども、信用保証の部分ですが、もちろん税金を払っていなければ、滞納し

ていればだめなわけでありますけれども、例えば納税した後にずっと滞納していなかった場

合は、その据え置き期間があるのか。すぐもうそういう申請等をすれば大丈夫なのか。その

点をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○産業振興部長  ちょっと確認をいたしますが、制度資金の関係ですが、すべての制度資

金をおっしゃっているのでしょうか。それとも産育なら産育だけなのでしょうか。 

○中沢一博君  いろいろいっぱいありますので、もしあれでしたら去年の金融高騰の対策、

緊急対策の部分が出ているかと思いますが、その部分だけで結構です。お願いします。 

○産業振興部長  緊急対策といいながらも私が承知している限りは、例えば原油高騰だと

かそういう部分は、その部分というふうに限定をして多分出てはいないと思っています。既

存の、今の産育の中に納められる方はその中に納めて出しているような気がいたしますので、

特別の資金というふうにして出して処理したというのはちょっと私の記憶の中にはないです。 

あといろいろなセーフティー関係で県のものだとか、それから各金融機関で独自にプロパ

資金で持っているものもございますので、内容さえよければそういう資金をどんどん使える

はずですので。その部分でちょっと私がその部分――もうちょっと具体的な部分が何かあれ

ば調べられますが、今の分と言われるとちょっと私の頭の中には残っておりませんので申し

わけございません。 

 それから信用保証料の滞納という部分ですが、これも例えば滞納を解消してから止まる部

分をおっしゃっているのか。逆に払ったので信用保証料の解凍にしてくれという部分か、そ

れがもうちょっとわからないと今お答えが・・・（「異常少雪」の声あり）異常少雪ですか、

すみません。今の異常少雪ということになれば私の方でお答えができます。 
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異常少雪につきましてはまだ件数がそんな多くありませんので、対象者が５件で、これ多

分完済した方がいたと思いますので当初は多分６件かなと思いますが、今の融資残高で１,８

００万円ほどでして、元は多分２,５００万円ぐらいかなというふうな気がしてございますが。

ではこの分はこれでよろしいでしょうか。 

○中沢一博君  今、テレビ等を賑わせているようにリーマン・ブラザーズ破産ということ

で、株が１万２,０００円を切っているというそういう状況になってきているわけでありまし

て、去年の例えば緊急消雪対策の部分、また今、高騰のところで例えば育成資金だとかそう

いう部分があるわけです。私が聞きたいのは実際に結果が出ていますけれども、どのくらい

の申請があっているのかということです。そしてこういう結果が出ているのかということで

す。 

○産業振興部長  正直申し上げまして、金融機関の方から私どもに出てくれば基本的には

ほとんどＯＫです。ＯＫというのは、もう全部事前審査が済んでいるものが出てきますので。

だけれども金融機関に聞いても、それはやはり守秘義務の範疇におさまるようですので教え

ていただけないのです。例えばうちの方で、貸し渋りをするなとかそういう意味でどういう

ふうになっているとお聞きしても、その部分は皆さん方にちょっとお知らせする内容ではな

いでしょうと。 

なぜかというと最終的な責任は金融機関に行くのです。これは市の方に来るわけではござ

いませんので、そうすると金融機関がお貸しできない方にはやはり貸せないのです。これが

ございますので、私もちょっと前にその辺りの数字をちょっと出してくれということで担当

に確認しましたら、教えていただけませんでしたと。全部の金融機関に聞いたわけではござ

いませんが、一応私どもが見ている一番トップレベルの部分に確認をさせていただきました

がだめでした。 

○中沢一博君  今、守秘義務という話がございました。確かにそれはそうだと思いますけ

れども、現実にご承知のとおり私たちの周りには大変な方たちが、例えば今でいえば原油高

騰で苦しんでいるのが事実であります。その実態の掌握もできないで、またどういう対策を

とっていくかということをしたときに、行政は金融機関に任せる。それだけで果たしていい

のでしょうか。 

私の周りにはまさに本当に、例えば金融機関ですけれども去年から責任共済制度ですか、

始まりまして金融機関も自分が負担しなければいけなくなった。保証協会ですか、その制度

にもなってきております。なおさら金融機関が貸し渋りをしているような気がしてならない

のです。貸し剥がしをしているような気がしてならないのです、私は。 

それでまさにいつも言っているように、大雨が降ったときに傘を貸さないどころか取り上

げてしまっていると。そういう実態が出てきているときに、行政としてこういうときに何が

できるかということを私は聞きたいのであります。お願いします。 

○市   長  異常少雪の緊急の際にも市で踏み込める部分は、最高あそこまでですね。

要は市が保証すると。市が保証するから貸してやってくれとこういうことです。今、議員お
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っしゃられたように行政が何をできるかという。これは例えば市がお金を直接貸すというこ

とができればこれはやりますけれども、とてもこれは税金を、変な話ですけれども先がどう

なるかわからない部分に、では市が独自にどんどんと貸し付けるという部分は、非常にこれ

は危険があります。 

例えば一定の産業が市でものすごい部分を占めていましてという、そういう地域はそれは

わかりませんけれども、私どもの地域はなかなかそこができませんので。今、議員のおっし

ゃられることを、ではどこまで行政が――踏み込めるところまで踏み込んでいるわけですの

で、それ以上行政に求められるというのは非常に厳しいことだと思います。 

政府も今の原油高騰対策とかといって対策を打ちますけれども、これは結局みんな金を貸

しますよということです。直接的に補助金を出すなんてものはほとんどないです。漁港を持

っているところは、いわゆる原油代の高騰分に補助をするとかそういうことをやっていると

ころありますけれども。 

議員のおっしゃられることは一般的な感情としてはよくわかりますけれども、それは非常

に行政としてできづらい部分。踏み込めるところまでは一応我々は。本来、さっきも触れま

したけれども、市が債務の保証をしてという部分なんてものは、本来そう踏み込める部分で

はないですね。それは一応、緊急的な本当に異常少雪だったということで、その業種に絞っ

て踏み込んだわけですけれども、残念ながら５～６件ぐらいの申請しかなかったということ

ですし。申請というか対象者がですね。ですので、気持ちとしてはわかりますけれども、そ

こまで行政が踏み込めないということも一つご理解はいただきたいと思います。 

○中沢一博君  おっしゃることはわかります。ですけれども、現場で本当に必死になって

やっているときに何ができるかという部分、確かにおっしゃるかと思いますけれども、そう

いう部分で、例えばやはり地域の声を国へあげていくとか、信用保証協会の部分のそういう

借りがないとか、そういうチェックをされるとか、そういう部分の個人情報ではなくして、

そういう部分をやはり私は監視していってもらいたいということをお願いして終わりたいと

思っています。 

○佐藤 剛君  ２点お聞きいたします。ページが２２０ページ。まず消費者協会負担金で

すけれども。額は少ないのですが、消費者行政がらみで決算的な数字らしいのがここぐらい

なのでちょっと聞いてみたいのですけれども。こういう世の中ですので消費者行政というの

は非常に重要になってきていると思うのです。消費者協会の市の関わり方、そしてまたこの

補助金は前年度に比べると２万円減っていますけれども、こういう消費者行政が必要な時代

に、一律、多分補助金カットという方向での２万円削減ではないと思うのですが、減ってい

るというところの消費者行政も含めた補助の考え方というか、内容というか。ここら辺を１

点お聞きしたいというふうに思います。 

 もう１点は２２２ページ。観光事業補助金の件ですけれども、今ほどの説明の中で今年度

１５件申請がありまして１１件採択をされたということです。予算時点では多分１７事業を

想定しての予算だったのでしょうけれども、そこら辺の採択基準と、そして地区――もう合
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併して市全体で一括でいいのでしょうけれども、塩沢、大和、六日町地区の採択事業の割合

といいますか、件数を教えていただきたいと思うのですけれども。 

○産業振興部長  まず１点目の消費者協会への補助金でございますが、この補助金という

のは、今、六日町と塩沢に消費者協会の各支部、六日町支部、塩沢支部がございまして、と

いうことは支部単位で活動、会報だとかそれからいろいろな研修会をやってございます。そ

ういう部分に対する補助金ということで、各１０万円でございます。 

残念ながらまだ大和の方にも作っていただきたいなという担当サイドの思いはあるのです

が、今のところまだ作っていただいてございませんので、ちょっとこれについてはそういう

状況だということでご承知おきいただきたいと思います。 

 それから当然こういう時代でございますので、消費者関係に対するいろいろな支援の部分、

大切なことでもあります。それで市の方としての今の事業構築の部分でございますが、労働

費の方で個々には説明申し上げませんでしたけれども、中に１９４ページの上の方から３段

目ですが災害普及生活相談員という事業がございます。この部分が私どもの方で消費者関係

の方ちょっと充実をさせたい、そこに人間を貼り付けたいという思いがございまして、ここ

に今シルバーに委託をしてございますが、シルバーの方から人員を二人確保しておいていた

だいています。一応うちの方の消費生活相談センターというものを、前はチャレンジショッ

プの中に置いておったのですがチャレンジショップが閉鎖しましたので、今はサンライズの

昔の音楽室がございますがあそこに一応事務所を構えてございます。そういうふうな部分で

今のとことは相談対応をやってございます。 

ものすごくというか私が当初関与したときに比べると、今ではある程度相談内容も高度化

していますので、それに対する例えば弁護士さんだとか、それから司法書士さんだとかそう

いう皆さん方との繋ぎも含めて、すごい件数になっております。それからそれに対する最近

は効果が、例えば払い過ぎた利息の返還まで、今は実績を――直接相談員はできませんので、

相談された皆さん方の話を聞いて弁護士さんだとかそういうところに繋ぐ仲介役ですが、そ

ういう意味では報告書が上がってきておりますのですごい効果を上げつつあるという部分で

考えております。 

それで問題はこのあと、ではさっき言った緊急雇用は制度がなくなると終わるのかという

部分がございますので、この部分を今、福祉課等々の中で協議を重ねていますが、総合福祉

センターがもう１回――今度は総合福祉センターではなくなるわけですね――別にあそこの

改修が終われば、もう１回あそこサンライズと向こう側を一体化して、福祉の方で主体に使

おうかなというような話がある程度なのです、まだ決まっておりませんけれども。そういう

中で障害者の関係も含めて相談機能を残せればなという部分でございまして、これがもうち

ょっと時間をいただいて部内協議、それから場合によっては単費の部分が必要になる可能性

がありますので、そういうことで調整をさせていただきたいと思います。 

 それから２点目の補助金の関係でございますけれども、私が申請が１５件、それから採択

が１１件というふうにお話をいたしましたが、実質的にここにルールがありまして補助金の
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額自体が、補助金の額が少ないものですから、ここにいっぱい例えば１件でどさんと付けて

しまえばあとの方がもらえなくなりますので、上限は１件１００万円というルールがござい

ます。それから事業費の２分の１程度が上限というような、そういうルールがございます。

あと、できれば宣伝効果の高い部分を拾っていくというようなことも中に決めてございます。 

それから選考につきましては、議会の方から産業建設委員長と副委員長から出ていただい

て、あとはそれぞれの観光協会が推薦をする単位協会といいましょうか、その皆さん方の代

表者、それと私ども産業振興部で補助金の選定委員会というのがございますので、その中で

一応選定をしていく形になっております。 

それで１９年度でございますが、実質的には基金事業、復興基金の観光事業もございまし

て、こちらの方に出しましたらそっちの該当になったので取り下げというものもありました

ので、私の記憶では多分、これはもう該当しないしようといったのが１件かなというような

覚えがございます。以上です。（「地区別は」の声あり） 

失礼しました。地区別のものでございますが、１９年は大和が１件、六日町が６件、塩沢

が４件でございます。 

○佐藤 剛君  消費者協会の補助金については、消費者行政の部分、この款の項目でない

ところで対応しているのだということがわかりましたので、これは結構であります。 

もう１点の方の観光事業補助金の方ですけれども、今ほどありました、そういうことで上

限を設定したり限度額を設定したりしながら、というようなことなので。そしてまた選考委

員会という中で決めるので、市の中でのより効果的な事業の選択をしていくというようなこ

となのだと思うのですけれども。 

やはりこういう特に観光事業等につきましては、今まで地域、各地区で力を入れていた部

分やら、力を入れなければならないという特殊性みたいなものもあると思うのです。聞いて

みますと六日町６、塩沢４ですか、そして大和１というようなことになっておりますが、そ

ういうようなバランスというようなものも、今後採択の中では考慮していくのか。やはり全

体的な中での考慮になるのか、というところだけちょっと確認したいと思うのですけれども。 

○産業振興部長  地区別に割り振りをするというのもちょっといかがかなと思いますので、

この中で一番大きな要件、要は観光効果、入れ込みだとか経済効果の部分がどの程度あるの

かも見ます。その関係がありますので、割り振りをしてしまえば、効果が少ないけれども該

当にするかという話になってございます。これは私がここで決めるというわけにいかない部

分ございます。選定委員会の中で、例えばまた２０年度ももう今は終わりましたけれども２

１年の部分に向けたときに、そういう部分もございますのでどういうふうにしたらよろしい

でしょうか、という部分の一応協議はかけるようにしますが、私の考えではやはり効果の高

いものから拾っていくという方が一番いいのではないかなという見解を持ってございます。 

○高橋郁夫君  ２２０ページの市民まつり・産業まつりの負担金についてお伺いしたいの

ですが。聞くところによると今年補助金は今までどおりということですが、職員の派遣は止

める方向でいきたいという相談があったということです。ここら辺りは今後どうして行くの
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か考えをお伺いしたいと思います。 

○産業振興部長 私どもの方では、前々から多分話が出ていると思いますが、今、既存のイ

ベントの関係を大体各町またがってあるわけでございますが、同じようなものを同じように

やはりやっていけるのかどうかという部分がございます。当初は一体化できないかという考

え方を持ってございましたが、やはりそのイベントなり祭りなりいろいろなものがあるわけ

です。そこにはやはり最初に立ち上がったときの歴史やそれなりの理由があるわけでござい

ますので、それを一本にまとめるというのもいかがかなという考えに変わりつつあります。

その代わりある程度それは地元のイベント等の括りの中で、地元の皆さん方がやはりそれを

立ち上げて仕掛けていっていただく、という考え方を持ってございます。 

そういう中でたまたまでございますが、例ですが、今、秋になりますと産業まつりの系統

が塩沢、六日町、大和にも１個ずつございますが、これらに関して１本にできるのか。既存

のものは残しても結構ですが、その上に１本やれるのかどうか。それとも三つを止めてやれ

るのか。あとはそれぞれの残してもいいけれども、みんなコミュニティー関係でやってもら

ってもできるのか。そういう相談をかけている中で、例えば補助金も今までどおり、人間も

今までどおりでは、考えていただけないという部分がございます。負担金的な部分について

は、私どもが予算的な部分が確保できればそれはそれぞれのところに差し上げることができ

るわけですが、人間について。今、ものすごい数のイベントが市内にあるわけですが、その

中にそれぞれの、例えば私どもの商工観光課がやる部分もございます、農林課がやる部分も

ございます。それから昨日のぶどうまつりの部分もございます。担当課が違ってもほとんど

職員の出面を当てにしないとできないという部分がございますので、言い方としては、これ

以上人間は増やせませんよと。できれば減らす方で調整をしていただきたいし、場合によっ

てはもし人間が出せないときに、どういう形で地域コミュニティーイベントとして皆さん方

がこれを企画立案それから実施していけますかと、そういう協議をしているということで一

応ご理解いただきたいと思います。 

○高橋郁夫君  先ほどの１番議員の答弁の中にも「経済効果」という言葉も出ましたし、

来年には「天地人」の放映もある中で、非常にこういったものも今後やはり逆に広げていく

べきだと私は思っているのです。その中で確かに先ほどの答弁では減らしていく方向で。徐々

に減らしていく方向で検討ということでしたらあれなのですが、私の伺ったところによると

何かできればやめたいということの中で、例えばやめるとなると、塩沢産業まつりに対して

は４万２,０００人、八色の森市民まつりに３万人の入れ込みあるわけです。そういった中で

交通整理とか何とか、それぞれのところでもってみんなやはりボランティアでできるかとい

うと、なかなか難しい面があります。それは徐々に減らしていく努力というのは必要かと思

いますけれども、ここで一気に全くやめるとかという話にはやはりしてほしくないと思って

いるのですが、どうでしょうか。 

○産業振興部長  おっしゃるとおりでございますので、何ていうかうちの方で見切り発車

でという考えはございませんが、実はもう合併した時点からある程度どうしたらいいかとい
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うのは、それぞれの役員の皆さん方等々には投げかけてありました。それで六日町の産業ま

つりも今、六日町ふれあいまつりということで名称変更をさせていただいて、前は私どもの

旧六日町の担当部局がおって事務局みたいなものをやっていた時期もあったのですが、今、

私どもはお手伝いに商工観光が３名とか２名出ていくというような形で、やれるイベントに

逆にいえば縮小していただきました。前は２日やっていたわけですが、２日やれますかと逆

にエネルギー的に。そういう中で今は１日にしてもらってございます。 

そういうふうに対応されたところもございますし、まだまだそういうわけにはいかないと

いうことできておったところもあるわけですので、そういうところに今年、今度はうちの方

の案を提示をしているわけです。こういう形で検討願えませんかという中にそういう表現が

入っていることだと思いますが、そういうことで皆さん方から猛反発をくっているのに無理

やりやるというわけにいかない部分がございます。ただ、方向としてはもうそういう方向で

動かないと、例えば合併しますと新しいイベントも出てくるのです。合併したら今度このイ

ベントをやってくれというのが出てきますので、そうしたときにどこからでは手を調達する

のかという部分ございます。そういう面ではできたらまた議員さん方も地元にお帰りになり

ましたら、長い目で見ていけばやはり自分たちの手でやるコミュニティーイベントにしてい

かないと長続きしないね、というような辺りでも結構でございますので、今度は少しそうい

う説明もしていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○牧野 晶君  先ほど二人の方かな言われたのですけれども、２１６ページのやはり緊急

対策とか先ほどの説明は大変すごくわかるのですが、それでもまた他の支援をして欲しいと

いう方もいるわけですが。以前も議会の中で何度か出た債務の繰り延べの手伝いをして欲し

いというふうな意見もあったわけですけれども、それについてどういうふうな動きをされて

いるのかお聞かせください。 

あとそれと２２２ページですけれども、市民スキーリフト券。教育の方でもありますので

そちらの方でもなんていうことがあったのですけれども、やはりスキー場に人がいてくれる

というのは大変ありがたいことですし、あと高齢者のスポーツ振興という点等でも、以前か

らやはり声があるシルバーの――できれば全員がいいのですけれども――シルバーの方のシ

ーズン券の要望について最近はどのような交渉をされているのか。以前はだめだったという

ことですけれども、最近はどのような交渉を。全然だめなのでもう今はしていませんよとい

う答弁なのか、ちょっとその点をお聞かせいただきたい。 

２２８ページの下から２段目、ほくほく線沿線地域振興連絡協議会。市長は最近というか

以前より只見線の浦佐駅乗り入れ等、要はいろいろな地域との交流を活性化していく上でも

重要だということで、小出からの乗り入れについていろいろちょっと動きをされているわけ

ですけれども、やはりそれと同じようにほくほく線についてもいろいろな動きをされている

わけです。確か、ちょっと記憶がないのですけれども２年か３年ぐらい前の本会議の中でも、

ほくほく線を上越国際スキー場に停めてほしいなんていう意見があったと思うのです。それ

と私のところでも石打駅や上越国際スキー場に停めて地域間の交流をしてほしい、できるよ
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うに後押しがほしいというふうな質問もあったわけですけれども、市長は、株主なので株主

総会のときに言ってみるよというふうなご答弁があったのですが、そのときの答えと今の考

え方をお聞かせいただければなと思います。ご答弁お願いします。 

○市   長  ほくほく線の件ですけれども、これは一度そういう要請を受けて私が話し

たら、それは、冬は停めているではないかという話だったのですね。冬季間やっていますよ

という確か話・・・議長さんからその話いただいたのでしたね。、（「質問はですね、はい。」

の声あり）冬季間は何か停めているからという話をいただいて、私はもうそれっきりになっ

ているような気がするのです。ですので、それは実態はどうなっているか。確かそう言われ

てそういうお答えをしたような気がするのです。 

もし、停まっていなくてそういうことが、ということであれば、当然ですけれどもやはり

停めていただく、特に冬季間だけでもですね。それは要望していきますが、何かどうもそれ

対応しているという話を伺って、それを本会議であったかは別ですけれども、話しをしたよ

うな覚えがあるのですが。間違っていたら、これも聞き手の粗相だとは言いませんけれども、

また確認をして、停まっていないようであればまたそれなりの対応をしていきたいと思って

おります。 

○産業振興部長  債務の繰り延べですが、今、年に１回金融機関と、その年度のうちの方

に預託金だとか下水の関係の資金の貸出とかそういう部分で一応会がございます。そういう

中に私は確か話をした覚えはあるのですが、先ほどの中沢議員さんの話と連動しますが「わ

かったけれども、市はそれに対して何をするのですか」というこういうやはり切り返しの聞

き方なのです。「ただでやってくれという話にはなりませんよね」という、そういう分でござ

いますので、向こう様の条件をとても聞くところまでいかないものですから、何とかそうい

う部分でお願いをしたいというような申し入れだけで、あと、ではわかったので例えばその

部分のまた保証をするとか、プラスの何か補給金があるとかそういう話にこられますと困り

ますので、一応言ったということだけでご勘弁いただきたいと思います。 

 それからスキーリフト券の関係でございますが、２年ぐらい前だったでしょうか、これが

ある程度大きな問題になりまして、スキー場協議会の方と何回か協議をやりましたり、最終

的には文書のやり取りをさせていただきました。が、基本的にはスキーリフトの割引の件も

それから共通リフト券の件も、これは元々が小中学校の子どもに対するそれぞれの行政であ

り地域からの要望で、我々があえて盛って作って差し上げた制度ですよと。それが何だかわ

からないうちにあれもこれもみんな増えたではないかというので、逆にいえば合併になった

のでそういうのも見直しをさせてくれということです。 

だから向こうの皆さん方は自分たちで協議して、もう共通リフト券は小中学校だけと。そ

れからリフトの割引券も普通の皆さん方だけという、一つの向こう様でも条件を作りまして、

これでなければしませんという。逆にいえば私がやられてしまったのですが、止めてもいい

よと言われてしまったわけです。わかりましたと。その一言で私はもう条件をのみまして、

今の例えば共通リフト券をこれをなくするなんてわけにはいきませんので、最低限小中学校
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の分、これは残していただきたいということで、市長にも報告しながらこの部分で一応は市

の方としてはのんだという部分でございます。もうその話は多分、今出してもだめですので、

終わったことということで処理をされると思います。 

○牧野 晶君  市長のまずほくほく線の方からいきますけれども、確かに上国は停まって

いるのもありますけれども、石打駅の方はちょっと停まっていないわけです。石打駅もご存

知のとおり一応観光地ということで何だかんだいって乗っている方もおられますし、そうい

う点でまたそちらの方もご尽力いただければと思います。 

あとそれとリフト券についてはわかりましたけれども、また情報をいろいろ取れたら取っ

てほしいなと。こちらの方でもちょっといろいろ聞いてみますし。 

それと緊急・・・お金の債務の繰り延べについてですけれども、先ほど質問の中でもどれ

だけ申し込みがあってどれだけ、要は申し込みに対しての貸し出し者の数はわかるけれども、

申請者の数がちょっと把握できないということになると、本当にまた次の方法を考えなけれ

ばいけないのですけれども。市はではそこで単純にいえば債務の繰り延べについて次のこと

を言われるのが怖いからということで、そこでもう支援が止まってしまうわけですよね。市

の思考も止まってしまうわけですし、次に進む努力というのも非常に大事ではないのかなと

いうふうな思いがあります。 

またそこのところをちょっとどういうふうに今後。要はお金、何を支援してくれるのだで、

おっかないからその次は聞かないよという姿勢では、私はこの点はちょっといただけない。

なかなか本当の状況が今、その点で止まりというのはちょっとないのではないのかなという

思いがありますので、その点についてよろしく。 

状況を聞いてからやっぱりだめでした、というのはまだそれはそれでわかるわけですけれ

ども、状況も聞く前にだめでしたとか、そういう姿勢ではちょっと問題があるのではないか

なと思いますので、その点よろしくお願いします。 

○市   長  失礼いたしました。北越急行そのものは夏冬共に上国と石打には停まって

いないと。上越線が停まっているので、それ以上にここに停めて効果があるのですか、と俺

は言われたのです。その話だったのです。またこれはこれでもう一度検討させていただきま

す。 

それから後の方の債務の繰り延べとかの話ですが、さっき部長が申し上げましたように、

中沢議員からのご質問も同じことですけれども、では我々が繰り延べをしていただいてまた

利息の補填をするとか、特定の人に。あるいはいわゆる倒産だとかそういうことになった場

合に、それをでは市が保証しますかなんて言われて、それを保証しますと言えないのです。

銀行さんの方はそれがもう条件ですから。銀行の方でそれを全部救うなんてなかなか言わな

い。 

ですので、これ以上では何を、何を踏み込めるかというのは本当に難しい問題です。そう

いう皆さんがいろいろいらっしゃることはわかります。わかりますけれども、非常に市とし

て行政としてそこまで踏み込めるか否かという部分が難しい部分があります。 
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ただ、知らん顔していていいということでもありませんので、何か方法さえあれば。しか

も市民の皆さんがきちんと納得できるような方法があれば、それはやっていかなければなら

ないと思っております。検討は、どういう方法が本来あるのか。本来といったって我々が貸

しているのではないので、そこが問題なのですけれども。検討だけはしてみますけれども、

そういい結果が出るとはどうも思えない部分がございますのでよろしくお願いいたします。 

○宮田俊之君 ２点お願いいたします。２２０ページで、先ほど高橋議員の質問にもちょっ

と関連をしてしまうのですが、商工業振興補助事業の中で商工会運営費補助金ということで

す。当然予算の段階で決まっているとは思うのですけれども、それぞれ商工会で、今ありま

した観光イベントに対する係わり、人を出す、出さない、いろいろあると思うのです。そう

いったものを精査した中で内訳をそれぞれ作っていくのか。人数割でやっていくのか。商工

会員の数で割っていくのか。この辺の考え方について１点教えてください。 

 それと２３０ページ、一番上に書いてありますえちご魚沼観光開発協議会負担金というこ

とで１００万円ということになっております。この地域では高速の方も新幹線の関係もいろ

いろ入った大変いい組織ではないかということで、この事務局は１９年度か、もしくは２０

年度頭から南魚沼市の方に移ってきているのではないかと思います。これについての総事業

費、どんなことを行ってきた１９年なのか。この辺についてちょっとお知らせいただきたい

と思います 

いちばん最下段、新潟スノーファンクラブ運営委員会負担金ということもございます。こ

れについてちょっと詳細はわからないのですけれども、どういった事業費といいますかボリ

ュームでやられている中の負担金なのか。内容についてちょっとお知らせいただきたいと思

います。 

○産業振興部長  まず商工会の運営費の補助金でございますけれども、これも当初合併を

していただけるのかなという中で動いていた部分があるのですが、そのあと今のところ合併

はちょっと足踏み状態でございまして、今までどおり六日町、大和、塩沢の３商工会に出し

ておるわけでございます。おっしゃられたように一応ルールがございまして、商工会員の数

だとかそれから今までの実績の金額がどのくらいだったとか。そういう部分で内訳としまし

ては六日町が４６０万円ほど、それから大和が２７０万円ほど、それから塩沢が３４０万円

ほどに、一応区分をしながら補助金を交付しているという内容でございます。 

 それからえちご魚沼の協議会の２３０ページの負担金でございますが、これにつきまして

は、前は南魚沼の各町とそれから高速道路だとかＪＲさんだとかそういうところが入ってお

りましたが、町村合併進みましたので行政は市と湯沢町、２町になるわけでございます。 

それでこれも負担金の額は一応１００万円のわけですが・・・ちょっと待ってください。

事業規模でございますが３４０万円ほどでございまして、そのうちの一番大きいのが補助金

なり負担金・・・補助金というか負担金ですね、でございまして、湯沢町が６０万円、市が

１００万円、ＪＲが１５万円、それからネクスコが１５万円というようなものでございます。 

それとこの１９年度につきましては広域の基金の活用事業が入ってございましたので、こ
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ちらの方から１３０万円ほどいただきまして、総額で３４０万円ぐらいになったというよう

な内容でございます。 

 それで主な使い道の方でございますけれども、事業費の方に充当している分がいっぱいで

ございまして、観光案内ステーションの部分これが約２０万円。これは湯沢駅の構内の保守

管理組合に払う負担金だとかインターネット、そういう部分がございます。それからこの部

分から新米キャンペーンの負担金も一部出ておりますし、湯沢の広域案内所の負担金も出て

おります。それからこれは外国人旅行客の誘致の部分の事業を入れようということで、その

部分のコンサル関係で約１３０万円。あとは南魚沼振興局との共済事業も確かやってござい

ますのでその関係で約３０万円が中身でございます。 

それからおっしゃるとおりで１９年までは事務局が湯沢町でございましたが、２０年から市

の商工観光課の方で事務局を持つようになっております。 

それから最後の新潟スノーファンクラブ運営委員会負担金でございますが、これは名称変

更する前はスキー観光活性化戦略推進事業負担金ということで、県の観光振興課長が会長に

なってございますが、主な内容としましてはこれは冬季間の修学旅行の受け入れ、それから

それに類する関係で体験旅行の誘致、それらが主なものでございます。 

それでかかる費用は県が２分の１を出しまして、その他新潟県の雪に関係する１６市町村

で負担をしているわけですが、一番大きいのは湯沢町と私どもの市、それから妙高市、この

３町で大部分を占めてございます。 

 事業規模でございますが、約１,３００万円というふうに見ていただいてよろしいかと思い

ますが、県が６５０万円を出します。市町村はさっきの１６市町村ですがこちらで６３０万

円で、約１,３００万円になるという内容でございます。 

それで大きな方の使い道でございますが、まずマーケティング調査を１９年やってござい

ますので、それが１５０万円ほど。それから情報発信事業ということでパンフレットのスキ

ーガイドというのを委託したのですが、これが一番大きくて５６０万円。それから同じく携

帯サイトを開設したので、携帯サイトとＦＭ新潟タイムアップ企画が一緒になりまして４３

０万円ほど。それからＴＢＳのラジオ番組に２５万円。それから県央道のウェブ広告で約９

０万円。以上が１９年度の主な事業内容になっております。以上です。 

○宮田俊之君  では前段の商工会についてはわかります。ただやはりこれは予算のときに

お話しになるのでしょうけれども、その辺の、市の職員が難しければある程度商工会の方に

少し負担を願うとか――人の出ることですね――等々についてそれに対する実績だとか取り

組み内容を含めて、こういった補助金等を決めていただくのがいいのかなというふうに思い

ました。 

 後段のことについてお願いいたします。えちごの観光開発協議会等について細かく教えて

いただきました。市の方のなかなかお金が厳しければ、やはりこういう協議会とか広域でや

っていることにかなり熱意を持ってといいますか、真剣に取り組んでいく方がよりベターな

のかという思いの中で伺います。今度そうやって市の方に事務局が来られて、ある程度こち
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らでもやりたいこと、本気で取り組みたいこと等に踏み込めるわけですので、もっと周りの

関係、構成団体に強力な働きをかけて、しっかりとこのお金が使えるようにやっていただき

たいというふうに思います。 

 最後のスノーファンクラブにつきましてですが、一つやはりお名前が出ました妙高市。大

変、外国人誘客、あとシニア向けのスキーだとか取り組みが非常にいいと思っております。

残念ながらこのクラブの中で南魚沼、湯沢に関して特に南魚沼に関しては取り組みの事業費

がおそらく少ないであろうと。その中でＰＲされていることは非常に少ないように感じてお

ります。 

全体にせっかく１,３００万円あるのであれば、当初１２０万円しか出していないわけです

けれども、せっかくですから誘客に対してやはりもう少し情報を持ってそれを広く発信をし

て、地域内のやりたいことというのをこういったところにすくい上げていくという努力が必

要かと思うのです。後段、この負担金について取り組みについてもう一つお答えをお願いい

たします。 

○産業振興部長  まず、えちご魚沼の関係でございますが、今まで向こうの湯沢さんの方

に事務局がございまして、なかなか湯沢さんと市の方の観光レベルの差というのがあるので

しょうか、私どもがやりたいと思っている内容のものが、もう湯沢さんは卒業しているとい

うような部分がございまして、なかなかすり合わせができませんでした。無理やりうちのや

りたいことをやるというわけにはいきませんけれども、うちの方に事務局が来たことがござ

いますので、湯沢の分のカバーをしながら、なおかつ市の方の底上げをやっていって、でき

る限り早めにやはり湯沢のレベルに追いつこうという、そういうのが私どもの今の考えでご

ざいます。 

おっしゃる内容の中で一生懸命やりたいと思いますが、その中で一番大きいのが今年は外

国人観光客の実質的な第一歩を踏み出そうということで、今、世界の方に発信ができるよう

なポスターやパンフレット、この中で作成中でございます。それからシンガポールになりま

すが、ある旅行エージェントの方を招聘事業で呼びたいということで、今話が進んでござい

ますので、これは多分実現するだろうと思っていますが、そういう内容を今年は主な主軸に

置きましてやっているところでございます。 

 それからスノーファンクラブの関係でございますが、実質的な部分は私の方でしゃべると

いうのはなかなかおかしいかもしれませんが。スキーの関係というのはやはりそれぞれかな

り固まった皆さん方が集まっているところでございまして、私らが行ってどうこうなかなか

申し上げられるような雰囲気ではないような部分がございます。 

そういう意味で行政がというよりは、やはり私どもここは市の観光協会が当然入っている

わけでございますので、こちらの方を通じながら向こう様だけではなくて、やはりこちらの

方でもいろいろなイベントやそういうものもやりたいという部分の要望だけは間違いなく伝

えておきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○宮田俊之君  すみません。１点言い忘れました。観光開発協議会の話で、これはおそら
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く浦佐駅にも確かあったはずだったと思います。当然、当市は浦佐駅新幹線駅を持っていま

すので、こういったことの浦佐の周りの皆さん、また当時の構成団体の皆さん、この辺につ

いて入れる気があるかないか。この辺だけ１点お願いします。 

○産業振興部長  ちょっと今、浦佐の関係について私が承知していませんでしたので、コ

メントの方を申し上げられませんが、また調べてあとで議員さんの方にまたわかる範囲内で

お答えしたいと思いますが。 

○阿部久夫君  １点お聞きいたします。２２２ページの六日町まつりと雪まつりの２点で

すが、補助金が出ています。私は今回、補助金が多いとか少ないとかではなくて、まつりを

やるにはトップに立つ人が本当に大変な苦労をして、そしてしなければなかなかまつりにな

らないし、これだけお客さんをできるだけ呼ぶにはやはりリーダーの方が本当に苦労してな

ると思います。 

先ほどの４番議員の確か質問の中で、部長はできるだけ市の職員はそういったところには

なるべくして、出た民間の方からなるべく真剣に取り組んでいただきたいというような発言

がありまし。確かにそうだとは思いますけれども、今後のまつりの運営については、やはり

こういった今の方向で、民間にできるだけお任せしていく方向でこれから向かっているので

しょうか。これ１点だけお願いします。 

○産業振興部長  おっしゃるとおりでございまして、基本的には野放図に市の職員をそこ

にお願いするということは考えてございません。今の予算組みの中にも今までは例えば市の

職員５０人だとかそういう単位のものが出るわけですが、やり繰りの中で必要な部分は警備

会社等々、場合によってはシルバーの皆さん方もできるわけですが、そういうきちんとした

そういうのができるところに予算の中のやり繰りで回していただきたいと、そういうふうな

お願いだけはしてございます。徐々に、先ほど言いましたが一挙にそういうことができるわ

けではございませんので、例えば今年は５人、来年は１０人とかという部分で少しずつ縮小

をさせていただいていると。 

ただ、例えば雪まつりなんかは見ていただきますと、これはもう商工観光課はとてもそこ

を抜けるわけにいきませんので、ある所々に全部チーフで張り付いて管理をするような形で

ございますが、できる限りほかの課の皆さん方については少しずつ調整をしていきたいとい

うようなことで今のところ動いてございます。 

○阿部久夫君  六日町まつりや雪まつりといったって確かに市の職員が非常に真剣になっ

て、やはりそうしてまとまってそしてこれだけの立派なまつりが私はできているのだという

ふうに思っています。そうした中で、確かに市民の一般の諸が中心的になってやるのはなか

なか苦労があるというように私は思っています。 

私もまつりは好きですから、地域のまつりをやるといったって、天気の心配や何かの心配

でもってよく前の日なんか寝るに寝られないときもあるのですが。やはりそれ以上だと思い

ますけれども、できるだけ今後は民間の人にまた任せていく方向にするか。また、できるだ

けより一層よい方向にまたまつりをもっていっていただきたいというふうに思っています。
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以上です。 

○中沢俊一君  もう一人の中沢の方がお聞きをいたしますが、２２０ページ、魅力ある商

店街づくり事業について伺います。これについては条例で市の方も規定しまして、川舟のこ

れからの事業としての方向付けをしたわけであります。参考までにあれでしょうか、営業的

な見通しといいますか、一般から川舟の借用料といいますか利用料をいただいた中で運営を

していく、その辺の見通し、条件整備について伺います。 

○産業振興部長  具体的には７月の１日から指定管理者に移行したばかりでまだ２カ月ち

ょっとでございまして、私の手元には収支の部分が出てきておりませんので、今ここで細か

い数字の部分がちょっとお答え申し上げられません。ただ、冒頭からわかっていたというこ

とだろうと思われますが、この皆さん方の金儲けをきちんとやるというようなことでこれを

仕掛けたものではございません。最低必要限の維持管理費の私どもがお願いしているのは、

電気量部分はうちの方で持つことで参加してございましたが、そのほかの維持管理費につい

ては向こう様が用意するという部分であります。 

ということでは経営的にかなり苦戦をするだろうと思われます。なぜかというと入館料を

取るような設備もございませんし、常時船を浮かべて乗っている皆さん方からお金を取れる

というようなものではございません。そういう意味ではこの川舟を保存する会でしょうか、

皆さん方の本当にお力に頼るという部分がございまして、ありがたいというそんな部分でご

ざいます。 

○中沢俊一君  私は収入の方の条件整備をやはり前提としてやっているというふうに解釈

しているわけです。例えばここから下流に向けて船を運航させて川下りを楽しんでもらうと

か、本当にそういう整備が難しいと私は思っていましたが、どうなっているのか。確かに下

るは下っていいのだけれども、上るにはどうすればいいか。いろいろなこともありましょう

し、それを前提にしなければ転ばぬ先の杖どころではないが、ああいう条例を作ったのが本

当に何か予めそういうことを前提としたふうに思われてしまうのですよ、いかがでしょうか。 

○産業振興部長  話としてはそういうのがあったかもしれませんが、例えば河川を私ども

が勝手にいじるなんてわけにはいきません。ただ、県の方からは非常にそういう意味の条件

整備、あそこの護岸の部分もございますし、広場もございますし、これから駐車場も作って

いただきますし。 

また今週中になりますが、私どもの方であそこの河川の所のどういう形で整備をしていっ

ていいのか。それから県の方にどういうお願いをこれからしていくのかという部分の、また

打ち合わせの会がございます。そういう意味では別に満足しているわけではございませんが、

よく県があそこまでやっていただいたというのが私の実感でございます。 

とてもでは河川を開削してあれを二日町橋まで下って、またあそこから戻られるようにし

ようという話はとても今のところならないと思いますので、今、作ったこちら側の小水路を

使ってとりあえず動かす、という部分よりはしょうがないのではないのかなというふうに私

は思っておりますが。 
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○中沢俊一君  本来は震災復興の事業として県の方が認めてくれたわけですから、商店街

にとってそういう営業行為、これをしっかりしたものに根付かせていただかなければならな

いと思っています。 

私が心配していたのは寄付金の話が来たときです。私は話の発端から少しずつ相談も受け

ていたものですから、いいことだなと思っていたのですけれども、私のところへ実は寄付の

話が来たものですから――これはあまりいいことではないかもしれませんけれども、私はそ

のとき聞いたのです。商店街の方の皆さんの寄付金はかなり集まったでしょうかね、と。い

や、これからなのです、という話をしていた。それは本末転倒でしょう。私どもは商店街の

皆さんが本当に協力をして本来の寄付金額は集まったと。そこで我々議員の方が少しそこへ

また足し前をして援助をしていくと。これが本筋でしょう、と申しまして、私は寄付金が集

まるまで協力の方はしませんでした。 

本当にそういうとっぱなからその辺の姿勢がはっきりしていかないと。自分たちでやって

いくのだと、そこから始まったはずですから。その辺はしっかりとこれから、心して指定管

理の方もしていただきたいと思っております。 

○産業振興部長  ちょっと訂正をお願いしますが、これは復興基金の該当ではございませ

ん。あくまでも中心市街地の活性化の部分。だから地域活性化センターの補助金対象になっ

たということでございます。先般のときにもそういう話があったかございませんが、この事

業というのはそれは確かに寄付金の部分が生じましたが、本来はこの皆さん方がやればよろ

しかったのですが、ただ６００万円ぐらいの船だけ作ってどうにもならないと。だけれども

そこに魅力ある商店街づくりの事業が入れば、２,０００万円からの１００パーセント助成の

金が。ただ、それだって始めからくれと言って対象になったのではないのです。６００万円

という地元が立ち上げたこういう事業があるという、それが踏み台なのです。だからそうい

う部分からそれが採択になったという。 

そういうもう、新潟県だって例えば１カ所ぐらいですから、それがまた全国へ行くわけで

すから、もう事業の内容的にはすばらしい内容がこの中に盛り込まれていたという。それか

ら足湯の関係もございますので、今、見ていただければわかりますが、すごい皆さん方から

利用してもらっています。そういう意味では、これは私どもは作って、逆にいえばその皆さ

ん方がきっかけを作ってもらってよかったなというように感じています。 

○和田英夫君  ２２２ページに関係することですが、いろいろ今日の商工関係の質疑の中

に言葉が出てきております、八色の森公園。これが１９年度概ね完成をしました。そこで大

和町時代、これは奥只見レク都市公園の浦佐地域ということで事業推進をしてきたときには、

当時の北魚沼のいわゆる関係町村と奥只見郷観光協議会的な組織をしてやってきたわけです

けれども。たまたま合併の時点で、ちょっと事務的に煩雑だから一時休もうというようなこ

とで――これはおそらくいままでの予算・決算でも私発言してきたと思うのですが。大体魚

沼市側のレク都市公園もかなりできてきたようでありますから、いわゆる協議会、奥只見郷

の観光協議会なるものは、既に再開の方向での協議なり、そういう方向はどうなっています
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か。その辺一点お願いします。 

○産業振興部長  奥只見郷の関係につきましては、旧大和町の方で多分最後まで加入をさ

れておったのかなと思いますが。それで私がその時点でお聞きしたのは、合併の時点でやは

り奥只見郷の方は一応脱退をしようということで、逆に関係がなくなるとちょっとうまくな

いのでということで、かたち上はオブザーバーみたいなかたちに今、なっているようであり

ます。オブザーバーというのは、話はお互いにできると。ただ、会費は払わないというよう

なことだろうと思うのですが。 

そういうような状況でございますので、その後の直接奥只見郷の観光開発協議会の方と私

との接点はございませんが、今まで大和の高野、今センター長がやっていたときの関係がご

ざいますので、多分今の内容についてもひょっとしたら高野センター長の方が、若干パイプ

があるのかなという今気がしますが。取りあえず私が承知しているのは、今は脱退をしてオ

ブザーバー的要素で、向こう側との話のできるパイプだけは持っているというような状況で

ございます。 

○和田英夫君  実は今年春先、浦佐駅前の歓迎尾瀬沼、いわゆる奥只見郷の観光協議会の

看板が破損をしていまして、市民から、あんなことしていたらだめだ、ということで、私は

高野センター長のお手をわずらわせて片付けていただいた経過があります。その後非常によ

い看板にでき上がりましが。 

そこで、そこのレク都市公園は国土交通省の都市公園事業で奥只見レクリエーション都市

公園事業として、県が６地域で一緒に事業推進をしてきたのです。ご承知のとおり新幹線駅

のある関係からして、浦佐地域をキーステーション的な位置づけで、関連する公園と奥只見

郷の観光を振興しようと、こういうことはご承知のとおりでありましょうが。 

そういう位置づけで、しかも目的として魅力的な広域的な観光ルートを一つ振興させよう

ということですから。確か副市長もそういう認識だったか、合併時に、一時それは言葉とし

ては脱退だったかもわかりませんが、また合併後には再構築しようというような、私どもは

合併協議会のときにそういう認識でいたし、今ほど言ったように奥只見郷のレク都市公園の

生い立ち、成り立ちがこういうことなのだから。これをここへきて、そっちはそっち、俺は

俺だ、というようなことで果たしてそういう一つの観光的な考え方でいいのか。 

しかも今、浦佐駅から尾瀬ルートが、直通のバスとあるいは場合によってはタクシーが出

ているわけですから、必ずしも脱退してオブザーバー程度でいいというような、果たしてそ

の位置づけでいいのか。 

先ほどはえちご魚沼観光開発というようなことで、それはそういう取り組みで私は否定は

しませんが、せっかくあそこの八色の森公園があれほどに。非常に今は市民のみならず、環

境がいいということで魚沼市からも家族連れが来ているような状態ですから、非常にご承知

のようにあそこは芸術文化ゾーン、それから観光物産販売ゾーン、それからスポーツ運動公

園ゾーンとこういう特徴ある三つに分けながら利用しているわけですから。 

これを南魚沼市がオブザーバー的に関わっていれば、程度の財産では私はないと思うので
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す。ことの成り立ちからそうでありますし、今の出来あい、すばらしいできあんばい、これ

を活用しない手はないと思いますが。そうすると部長は、そうは言っても今までどおり奥只

見郷の観光協議会にオブザーバー的に、音があったらちょこっと聞いている程度という考え

方で、あの水無の八色の森公園を、その程度の位置づけでしか考えていないのですか。 

○産業振興部長  そういうふうにきちんと言われてしまうと、なかなか話しづらい部分が

ございますので。私も前もちょっと商工観光にいたことが、在籍したことがございまして、

その当時は六日町も奥只見郷観光開発協議会に加盟してございました。ただ、六日町が何で

やめたかというのは、六日町と奥只見郷がリンクをするかしないかで、その当時やはり上の

方から特に財政当局だと思うのですが、行くお客も奥只見行くのにそこに何で私どもが入ら

なければいけないのか、というそういうような論議があったように・・・しまして・・・最

終的には六日町が早めに脱退をしたという経過がございます。 

そういう部分がございますので、逆にいえば奥只見郷というのと南魚沼市というのが、ど

こできちんと整理ができるかという部分が生まれてこないと、なかなか今の答弁をちょっと

しづらい部分がございますのでご勘弁いただきたいわけですが。 

たまたまでございますが、公園の部分は当然あるわけでございますし、ここに今、商工観

光でも使わせてもらっていることも多いわけでございます。いかんせんここの今の所有者が

県であり、それから実質的に市の管理が都市計画課になっているわけでございまして、公園

という形でございます。私どものパンフレットの中にもいくつかは盛り込んではございます

が、観光施設という分類の中ではなくてあくまでも公園です、というそういう部分の分類で

一応貼り付けてあるのです。 

その辺がございますので、その程度の認識かと言われてしまうと困るのですが、取りあえ

ず私の考えは、今に私が言ったようなこの程度の答弁にしかなりませんので、ご勘弁いただ

きたいと思います。 

○和田英夫君  原因がわかりました。六日町当時のイメージで今、見ているということで、

これは後で直してもらわなければならないわけでありますが。そこで、市長によく隣の芝生

は云々という議論をしますが、魚沼市はおかげさまで南魚沼市の分まで、ホームページで簡

単にレク都市公園を表示しております。そこで今日実は商工観光課長に、南魚沼市のホーム

ページで奥只見レク都市公園、八色の森公園はどう出ていると言ったら、なかなかごく示し

てありませんが。つまり部長がそのくらいの考えだからこの体たらくだ、というふうに思っ

ているのですが。 

この趣旨は６つのレク都市公園をうまく広域連携しながら、一つ地域の観光開発地域振興

をしようと。こういうことが目的なのだから、合併時はそれはそれでしょうがない。それは

ある順しょうがないから、だから軌道に乗ったらまた一体的に取り組まなければ、今度は県

の施設になりますよ、県の。県が作った公園だと。県の公園だか知らないがそんな理屈は合

わない。せっかく作っていただいた財産ですから、これをどう生かすか。これはこちらの方

で。（「待っていました」の声あり）うずうずしていると思いますので一つお願いします。 
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○市   長  今までの経過はそういうことですから、別に六日町出身の産業振興部長だ

からそうだということではありません。経過がそういうことですから。さっきちょっと触れ

ましたように、これはほうっておくなんてことは全く考えていません。ただ、今のままで、

では奥レク、いわゆる奥只見郷とどういう関係を持って私たちのところはやればいいかとい

う、これはまだ答えがでていないわけです。 

只見線の浦佐駅乗り入れとか、あるいは今の池田記念美術館、これをやはり公園の中に位

置するあれだけのすばらしい美術館ですから、あれをまたどう打ち出すかとかそういうこと

を今、総合的に研究しているところです。そういうことがきちんとまとまった上で、また奥

只見郷観光開発協議会に加入した方が我々にとって有利なのか否か、これを検討していかな

ければならないと思っています。 

別に見捨てたとかそういうことでは全くなくて、本当にすばらしい公園を作っていただき

ましたので、これはもう市の大きな宝でありますから、最大限これを活用させていただいて、

市の方の、私たちの市に有利になるように有益なように使用させていただきたい。そのこと

が今、触れております奥只見郷観光開発協議会ですか、それに加入して一緒になってやった

方がいいのだということになればそれはやりますし、いやそうでないという方向が出ればこ

れはもう単独ででもやっていこうとこういう思いですので、もう少し時間をいただいて検討

させていただきたいと思っております。 

○産業振興部長  大変またお叱りを受けるかもしれませんが、奥只見郷の観光開発協議会、

１６年の１０月のあれは多分合併前だと思うのですが、解散をしてしまったという内容でご

ざいます。理由は、向こうの魚沼地域の市町村が全部合併してしまいまして、構成村町です

か、町がなくなったということでございます。ちょっと私の認識不足でございましたのでお

詫びします。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第７款 商工費に対する質疑を終わります。 

○議   長  昼食のため暫時休憩といたします。再開は１時１０分といたします。 

（午前１２時０５分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時１０分） 

○議   長  第８款 土木費の説明を求めます。 

○建設部長  （説明を行う。） 

○議   長  土木費に対する質疑を行います。 

○佐藤 剛君  １点だけ、前年どおりということで詳細の説明がありませんでしたので確

認の意味も含めまして聞いてみたいと思うのですけれども、２５２ページ銭淵公園の管理費

の中の施設管理等委託料です。決算額が２６３万５,０００円ですけれども、この手の施設管

理委託料はだいたいそう毎年動きがなく推移。どこも施設管理をやっていると思われるので
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すがここだけは、１７年度が４５２万円、１８年度が３８９万円、そして１９年度が予算額

が４３５万円で決算額が２６３万円と、ここの部分だけどうも施設管理委託料の動きがある

というか、ちょっと変動しているようなのでその部分の説明だけひとつお願いします。 

○都市計画課長  銭淵の施設管理委託でございますが、前年度１８年度までは個人の方に

委託をしておりました。あそこの公園はそれこそ植栽その他、他の公園に比べまして非常に

そういった種類のものが多くございまして、それを育ててといいますかその管理がようやく

落ち着いてきたということで、１９年度からシルバー委託に切り替えたところでございます。

その点で金額が落ちております。 

○中沢俊一君  １点だけお願いします。２３８ページ駅西線の消パイ工事の件でございま

す。これにつきましては先ほどこれに先立ちまして新しく積雪感知機を導入した節水効果と

いいますか、本当に額面どおりの効果があるということで感心しております。あわせてこの

工事に伴いまして、例えば１７号沿いの国交省の井戸から始まりまして地質調査あるいはま

た将来的には地下水の収支といいますかそういう調査もしてみたいという市の意向があった

わけでありますが、今その辺についてはどのようなかたちで準備をしているか教えてくださ

い。 

○建設部長  今回掘らせていただきました駅裏線の井戸でございますが、これは補助事業

でやったわけですけれども、始めからもう少し地質調査をやろうということで単費を付け足

しまして調査をやりました。井戸を掘りあてて１年稼動した後、一冬稼動した後になりまし

たけれども。その結果でございますけれども、非常に粘土層が少ないと。よく言われている

第２、第３帯水層あるいはその下の帯水層に粘土層があるという話を聞いていたわけでござ

いますけれども、幸いにしてというか何というかわかりませんけれども。１１０メートルま

で私ども井戸を掘ったわけですが、その先４０メートルほどまた下に掘り下げをいたしまし

て、地質調査をやったところでございます。今ほど申し上げましたように粘土層が少ないと

いう結果が出ました。 

更にほかの今お話のように国土交通省でもそういう試験をやっているわけでございまして、

きちんとしたデータを比較してございませんけれども、それぞれ今年また駅裏線に井戸をも

う１基掘らせていただきますが、ちょっと近くではあるのですけれども、これもやはり地質

調査をやってみたいというふうに考えております。 

他の現場ですべて地盤沈下区域内地質調査をやれるということでもないわけですけれども、

国土交通省がそういうことで井戸掘削をやりましたので、その辺の地質調査の関係も含めて

もう少しきちんと検証をさせていただきたいと思っております。 

○寺口友彦君  ２３４ページの機械除雪の部分ですが、当初予算に比べて機械除雪がかな

り大幅に増えたということは、先ほど部長の方から説明がありました。市道の電気料自体が

そんなに変わっていないということで、水の出が悪いので機械除雪にかなり切り替えた部分

があるかと思います。この部分について将来的には機械除雪で対応できるのであれば、こち

らの方にしていこうという考えでありますけれども、消パイ自体を計画的に直していると思
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いますけれども地元の相当の要望が強いと思います。この辺について機械除雪で対応できる

のであれば、消パイの方については若干待っていただいて当面は機械除雪でいこうと、そう

いうお考えなのかお聞きします。 

○建設部長  今それぞれの地区で消パイリフレッシュということでかなり古くなった井戸、

パイプ関係を修繕的にやっているわけでございますけれども。おっしゃるように必ずしもそ

こが故障したからすぐ直せるという代物でもございませんし、逆に機械除雪がでは可能かと

言われると全部住宅化しておりまして、なかなかそこは機械が入っていけないというところ

もございます。 

非常に除雪機、機械除雪費が高騰しているわけでもございますので、できれば機械除雪で

対応できるところはそちらの方にもシフトしたいというふうに考えておりますが、なかなか

やはり先ほどから申し上げておりますように一概に即機械が対応できるというようなところ

でもございません。極力その補助事業で、臨時交付金事業等々を当てはめて何とかしてその

改修をしていきたいと。 

それから今、地盤沈下区域内で非常に４０年代に掘った井戸がいっぱいでございますので、

そろそろ不具合が生じているところがございます。水の出のいいところからその水の出の悪

いところへパイプをつないでしまおうということで、一時的な対応もあるいは長期的な対応

も、そちらの方にちょっとこれから考え方をしていかないと、なかなか全部が全部壊れたか

らじゃあ井戸を掘りますというわけにはいきませんので、そんなことも今検討しているとこ

ろでございます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第８款土木費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第９款 消防費の説明を求めます。 

○消 防 長  （説明を行う。） 

○総務部長  （説明を行う。） 

○議   長  消防費に対する質疑を行います。 

○阿部久夫君  ２点お聞きいたします。２７０ページのサイレンの装置がございます。今

８カ所というふうにありましたが、今後はまだ地域によっては相当これから広げていかなけ

ればならないと思いますが、今後どの程度になれば全部サイレンになるのか。そこら辺ちょ

っと聞かせてください。 

それともう一つですが消防団員の状況でございます。決算資料の説明を見ますと定員に対

しての充足率は９９.５パーセント、実員差が１２人少なくなっているのですが、私も以前一

般質問等でもって消防団員を確保するのにどこの地域でもそうだが大変厳しいと。団員の確

保に対して非常にそれぞれ苦労していると思いますが、よその地域ではやはりそういったと

ころには女性の団員を一応募集して、何とか充足率を１００パーセントに向けていくという

ようなところも相当多く記事に載っていますし、本も読んでいますが。今後どうなのでしょ
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うか、充足率は足りなければ足りないで行くというのではなくて、やはり１００パーセント

に向けて努力なさっているのか、そこら辺ひとつお願いいたします。 

○消 防 長  まず前段のサイレン柱の質問でございます。今現在１３５のサイレン柱を

持っております。もちろんこの市の庁舎とか開発センターそういうのをはずして、集落にあ

るサイレン柱でございますが１３５カ所。それと今、半鐘だけのやつが８２カ所あります。

とりあえず一つ当たり今回は８カ所でこの金額ですが、私どもは計画を持っております。２

０年度は九つ。だいたい八つか九つぐらいずつやっていこうかなということで、とりあえず

そういう計画をしております。 

聞くところによりますとサイレンの音は、今、パトカーもサイレンだ、消防車もみんなサ

イレンだということで、半鐘の音色が非常にいいという人もございます。ただ、消防隊員が

火の見の上へ上がるという危険性の問題がなければ、私も半鐘の方がいいかなという気がし

ます。が、今の時代でありますので、サイレン柱に切り替えてもまだ半鐘だけはぶら下げて

あります。一朝有事の停電時というようなことであります。計画どおりだいたい９カ所ぐら

いずつ毎年させていただこうということであります。 

 それから後段の消防団員の確保でございますが、私ども今、塩沢方面隊に４人ほどの女性

消防団員がいます。それから湯沢には３名ほど。昨日湯沢の消防団の演習に行ってまいりま

したが湯沢の３名は――塩沢はラッパを吹いている女性消防団員です。湯沢は普通のポンプ

隊の隊員でございます。 

何が何でも充足率だけを求めるのであれば、私も女性も必要だし、退団された方も必要か

なという気がしますが、今、大変自然災害等々を含めてゲリラ豪雨の話も先般ありました。

その対応にやはり私は男性の方が数段活動の範囲は広くなるだろうと。あえて妨げるわけで

はありませんが、私どもは人員の方の掛け金、あるいは先ほど退職保証金の掛け金がありま

したが、あれは１０月末現在の条例定数でまた新年度の予算編成に入りますので、できれば

実員に近づけて、また増えれば増えたなりに私どもは条例改正をいただいて、そういうふう

に対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○阿部久夫君  先ほどのサイレンの話ですが、確かに点検、消防訓練のときなどはやはり

片方では半鐘、片方でサイレンということで、一般の皆さん方も、また、たまに学校でもサ

イレンがガーと鳴ったりするから、今日は何があるのだろうということでもって非常にいろ

いろなかたちになるのです。 

やはり消防のサイレンだったら、予算の関係も大変だと思うのですが、やはりそういった

ところはできるだけ統一してやっていただきたいと。できるだけ早めに。何か片一方だけ違

ってどちらがどういうのだか、何があるのかわからないときもありますので、ひとつそうい

ったことでご配慮をしていただきたいと思っています。 

 もう１点、後の団員のことですが、当然やはり団員の確保。消防団員というものは地域の

本当に何から何まで一番密接な関係で、地域の防災を守っていただいております。本当に常々

のそういった苦労に我々も感謝しているのですが、人数が減るということはやはりその地域
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にとっても非常にマイナスでもありますし、またいよいよ何かあったとき本当に大変なこと

だと思っています。 

そうしたときには女性ばかりでなくても、できるだけＯＢの皆さん方もこうして現役でや

っていた経験もある。そういうところにもできるだけ声をかけて、とにかく私は充足率を１

００パーセントに向けて努力していただきたいと、そういうふうに思っていますが、市長か

ら答弁をひとつお願いします。 

○市   長  女性隊員につきましては――団員ですかね、今、消防長が申し上げたとお

りで、本部常備の方の女性隊員も募集しておりますけれども、たまに応募がありますがなか

なか２次試験の方に上がってきません。これはこれとして一般の団員ということになります

と、それは数にはなりますが非常にやはり活動内容が厳しいものがございますので、あえて

求めるとすればそれは必要ではないとは言いませんけれども、極力やはりこれは男性の方が

望ましいという思いです。 

消防団員はこれも消防長がさっき触れていますように、条例定数の確保といいますかこれ

にはやはり一生懸命やらなければなりませんけれども、ただ、ＯＢと申し上げましても――

今は子どもの数が減ってきていますので、必然的にやはり減らざるを得ないという部分があ

りますけれども。一度例えば市の職員が退職をしてその団員になるとかというようなことは

考えられなくはありませんけれども、６０歳になってから新たな団員というのも、予備的な

部分では非常にいいのだと思うのですけれども、本格的な活動ということになるとこれらも

まあまあ難しい問題もありますので。 

要は毎年、毎年、区長会の方でもお願いしてありますけれども、団員の確保。特に中心市

街地ですね。こういうところが非常に・・・でも人手はいっぱいいるわけですので。いよい

よであればやはり小さいところは、今度は合併をしながら団員の確保に努めていかなければ

ならないという、その消防団だけのですね。そんなことで団員の確保にはやっぱり力を入れ

ていかなければならないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤 剛君  ２点お伺いいたします。２７０ページ、団員福祉共済掛金ですけれども、

一人あたり３,０００円ということですが。これは説明ですと普通の入院でもこの共済掛金で

対応できるということですが、個人負担があるのかないのか。これの説明があったのかもし

れませんけれども、あったとしたらちょっと聞きもらしましたので再度この部分をお願いい

たしたいと思います。 

 もう１点が２７４ページ、水防費です。洪水ハザードマップ作成業務委託料がありまけれ

どもこの部分。コンサルに委託したのだと思うのですが、どこのコンサル――どこというの

は業者名ではなくて例えば東京とか、新潟とか、市内とかそういうのでとりあえず結構です

のでどこの業者に委託したのか。委託で原案ができて完成するまでの経過といいますか、絞

り込むというか仕上げるまでの課程をちょっとお知らせいただきたいのですが。 

○消 防 長  福祉共済掛金でございます。ちょっと説明不足で申しわけありませんでし

た。個人負担は一切いただいていません。３,０００円は全部公費でございます。常備消防は
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個人負担で支払いしています。以上です。 

○総務課長  ２７４ページのハザードマップの件でございますが、業者は今、調べていま

すけれども確か国際航業ではなかったかというふうに思います。新潟の方にもたぶん支店は

あるというふうに思っていますけれども、本社は新潟あるいはこっちの方の業者ではないと

いうふうに考えております。 

○総務課長  すみません。もう１点でございますがハザードマップの作成でありますが、

新潟県の方で調べまして、現況あるいは状況を調査。その結果を市町村の方に教えてもらっ

て、それを基に作るという流れになっております。 

○佐藤 剛君  まず共済掛金の方です。全部公費ということですが、先ほどの話だと普通

の入院も共済掛金で対応できるということですけれども、これは全く個人的な病気もいいの

ですか。（「はい」の声あり） 

 では、ハザードマップの方ですけれども、コンサルの会社名はお聞きしなかったのですけ

れども答えていただきました。新潟の方の業者ということで、そして県から資料をいただい

てということです。問題は私も一般質問のとき話をしましたように、せっかくできて５８０

万円もかけまして作ったのですけれども、浦佐地区の避難場所がすべて川を渡る、魚野川が

１００年に１度の洪水を想定してハザードマップを作っているわりに、浦佐の川西の方々が

全部川東の方に避難をしなければならないというようなハザードマップというのは、どうい

うのかというのです。 

それについて県の方から資料をいただいて、というようなことですけれども、仕上げる段

階で何とかそういう実情なりを知っている方が話せなかったのかということ。そしてまた場

合によっては、そういうふうに大水害になる前にそっちの方に避難しなさいよということな

のかもしれませんけれども。 

だけれどもそうかといって１００年に１度の大洪水で、これがいつどうなるのかわからな

いのに、状況を見ながら、確認をしながらそういうのもなかなか住民の方には酷な要求だと

思いますし、突発的な洪水でそこまでできるかというところが非常に懸念されるわけです。

その辺の決定というか成り立ちのあたりをちょっと教えていただきたいのですが。 

○総務課長  ハザードマップの件ですけれども、避難の件でございますが、避難場所につ

いてはご指摘のとおりだと思います。実際にはそういうふうな格好になっておりますけれど

も、水害については地震と違ってすぐにどんとこう発生するものではないものですから、そ

の辺は十分時間があるだろうということと、市の方では水害になるだろうというときに避難

準備速報そういったものを事前に発すると。それから避難指示と、あるいは避難勧告という

ような順番になりますので、そういう避難所はちょっとその場所からは離れますけれども、

そういった時間は十分とはいえないまでも避難する時間はあるというふうな認識でそういう

ふうな設定をいたしました。 

○佐藤 剛君  内容はわかりました。そういうような水害、災害が想定されるときの市の

そういうふうな通報体制といいますか、そういうのがきちんとなっていれば私は何とかなる
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のかなというふうに思うのですけれども。市の体制がなっていても受ける住民が、そういう

ふうなものが順次来るのだと。そして危ないときはこうしなさい、次の段階でこうしなさい

というのが来るのだということを市民の方々が承知をしていないと、やはりこれは大混乱に

なると思うのです。したがいましてその状況はわかりましたし、考え方はわかりましたので、

それがスムーズにいくようなＰＲ活動といいますかフォローをひとつお願いしたいと思いま

す。以上です。 

○牧野 晶君  同じような、まず２７２ページの防災一般経費です。市の方で避難所がい

くつかあるわけですよね。その水関係でなくても、避難するときに集落ごとに避難所がある

わけですけれど、例えば市の指定避難所になっているのに発電機がないとかそういうのがあ

るわけです。もし、災害があってから発電機等は業者に頼んで用意しますよとか、そういう

ふうな考えがあるなんていうふうな話を聞いたのですが、実際災害になったときに業者だっ

てかまってはいられないとか、連絡をこっちの方で２５０集落も――避難所は２５０もない

ですけれど集落ごとであれば２５０以上になるわけですけれど――そういうところをやって

いたら段取りを欠いていたら、当然市の機能というのは本当にやらなければならないことが

できないわけですから。 

もう避難所に順次、電源等そういうふうな最低限のものは用意していくようにしていくけ

れども、ないところは自分たちで何とか工面を当面の間はしてくれという声も当然重要だと

思うのですが。集落によっては要は復興基金の地域防災組織を立ち上げて備品をいろいろ買

っているわけですけれど、やはり一部には市のところなのだから市はそういうふうな説明が

あるというふうな考えで、何とか整備して欲しいななんていうのがあるので、意見の統一を

しっかり私はするべきではないのかなという思いがあるのですけれど。私の認識が認識で間

違えていればそれはそれでいいのですが、その点のご答弁をいただきたいなと。 

またあと、別の話になりますけれど２６０ページの頭で聞きますけれど、１９年度は中越

沖地震があったわけです。その中で市の消防の方もすっとんで行って活躍されたことは大変

私は評価するわけですけれども。まずはその出動に対してお金はいただいていない、国、県

の方からお金はいただいていないなんていうふうにも聞いたのですけれども、ちょっと入り

の方がどこか何かあったのかちょっと聞いてみたいなというのと同時に、もう 1 個は向こう

に行って当然災害時は何が起こるかわからない。現場の混乱というのは当然あるわけです。 

その現場に行って、うちの市ではここを気をつけなければいけないなというのが、何個が

出たと思うのです。当然そういうふうなのが。また、ないというのはちょっと万全だという

ことで――でもそんなことは私はないと思うのですよね。いろいろなことで災害というのは

想定されるわけですから、想定のないところから想定外のことが出てくるわけですから、そ

ういう点をどういう点があったのか。消防長の一番重いようなところのちょっと考えを聞か

せていただければと思います。 

○総務課長  発電機の件でございますが、発電機につきましては中越地震の復興基金の事

業で、集落の方でだいぶ整備をされているというふうに認識をしておりますし、今８月現在
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ぐらいの数字ですけれども、旧大和地域については９割以上の集落でもって復興基金の事業

を実施済みであります。それから塩沢地区についても９０パーセント以上、それから六日町

の地域については８割弱だったと思います。 

数字的には８割弱ということで、集会施設がない集落が六日町にはいっぱいありまして、

そこがなかなか整備が進まないというような状況で数字的には８割弱というような数字にな

っております。けれども、基本的には復興基金の事業は１０分の１０で上限２００万円まで

ですので、ほとんどの集落で発電機だとかあるいはテントだとか、そういったものは整備を

されているというふうに認識をしております。きちんとした調べはちょっとないですけれど

も、ほとんどの集落では発電機、それから投光機そういったものは整備済みであるというふ

うに認識をしております。以上です。 

○消 防 長  中越沖地震でありますが１９年の７月２３日だったですか。昼間の１０時

頃でしたね。私ども当時は消防長以下全員集結しまして、必ず県の応援協定がまず最初来る

だろうということで、もう準備をして待機をさせて、向こうから命令のある前に現地に向か

わせました。１次隊から７次隊くらいまで私どもは派遣したかと思いますが、ちょっと資料

がございませんが。 

行きました隊員の方から、あるいは隊長の方からお聞きしますと、やはりその今応援協定

――中越沖も緊急消防援助隊が動きましたのでまた範囲は広くなってきていますが、我がこ

の市で同じ災害があれば、まずどこがどうなるのかなということは、まず最初はその緊急車

両の置き場がない。柏崎消防本部はすぐそばに空き地、自分の土地ではないのですがいざと

なれば使えるような空き地が相当大きな広いところがありました。そこへ全部私どもは野営

のテントを張って活動体制に入っていたわけですが、まずその広い場所がないということ。 

それと私どももどこでもそうなのですが、やはり現場活動は消防と警察と自衛隊が動くわ

けですが、一番地域に精通しているのがやはり私は消防だというふうに考えています。やは

り消防がメインで動かないわけにはいかないだろうということになれば、やはり自衛隊との、

あるいは警察との横の連携の取れたそれをするためには、もう少し警察の方と情報交換をす

る必要があるだろうなと。その際、情報を共有できれば、まだまだやはり活動はスムーズに

いけるだろうというふうに私は考えています。 

それからそのための国あるいは県からお金は一銭もいただいておりません。以上です。 

○牧野 晶君  まずそちらの方に関しては、またあとで別のところで直接言って、ちょっ

と具体的に聞きたいと思うので。 

消防の方について行ってまあそれでその点はわかったのですけれど、では車の止め場所が

ないのではないかというふうに想定されるということですけれど、それについては今どうい

うふうな手配を考えておられるのか。どういうふうな内部で打合せを、そっちだけではなく

て当然こちらの方も関係してくるわけですから、その点の考え方をお聞かせいただきたいの

と。 

私も向こうの方にちょっと様子を見に行ってみたら、やはり自衛隊の車が入ってくる、あ
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とは救援物資が入ってくる。もう役場の周りはえらいごったがえしで、大変な混雑状況で車

の身動きが取れない、規制をしないと身動きが取れないような状況になるわけです。そうい

う点もしっかりとまた話し合って、やはりどこから救援が来るにしても車で来るわけですか

ら、そういう点はしっかりと話をして欲しいなというのと、今現在お話をしていたのかどう

かについてお答えをいただきたいと思います。 

○消 防 長  今ならどうしますか、ということなのですが、私どもの消防庁舎の周りに

は数台しか置かれません。職員の駐車場が精一杯であります。今、私どもの受援計画であり

ます。もちろん計画はありますが、上の方から来る場合は私どもは湯沢消防の方へとりあえ

ず、そして湯沢の工業の跡地等々に置く予定です。下の方からの場合は大和の私どもの分署

の付近、その辺をとりあえず。私どもはもしこの六日町の今のこの市街地、この辺が相当や

られたとするならば、一番近いほどがいいのですが大和と湯沢。それでこっちの方はミナミ

のスキー場の駐車場等々にとりあえず文書で書類を交わしてあります。 

そんなことでとりあえずそこに行っていただくということです。先ほどもう少し触れれば

よかったのですが、一番柏崎消防の常備の消防長あたりも話をされていましたが、一番あっ

たのはやはりボランティアが来て、来て、そして救助犬が来て、来てそれにみんな一人ずつ

付ければもう何にもできなかったと。そしてよその隊ですから自分の市街地はわからないわ

けですから、そこにナビゲーターで常備の職員をぜんぶ付けると。その辺が大変現場活動作

戦的にはもう少し反省する内容があったなという話は聞いています。以上です。 

○山田 勝君  先日、消防長に消防情報のホームページを教えていただき、ありがとうご

ざいました。早速携帯電話の登録をさせてもらいました。先ほどサイレンの話もありました

けれども、何のサイレンだかというのが、いつも耳を凝らして１台ならこれはパトカーかな

という、しばらく聞いていて２台になったらこれは救急車かな、消防活動かなと。非常にわ

かりづらいところで、今、普及している携帯ですぐ調べると現在どこでどういうことが起き

ているというのがわかるようにそれでなりました。ぜひ、これをもう少しＰＲすべきかなと

思っています。まして議員団であれば地元を心配していますので、そちらをもう少し広報し

ていただきたいなと、すべきだなと思っております。 

それから２点目。ページが２６４ページ上の項目の一番最後、消防活動用備品購入費、こ

れ空気ボンベ１０本でよろしいですか。その点をちょっと教えてください。 

○消 防 長  確かに今の情報はサイレンで現場を教えるほか、今、大変この機器、携帯

が普及しまして、とりあえず私どももメールのアドレスを持ってございます。先般も山田議

員さんには教えましたが、議員さんそれぞれにはお教えはしていませんが、アクセスだけし

ていただければ、どこのサイレンか、どこの現場かというのは、そして現場が終わりました

というような全部情報を入れてございますので。もし、それを入れたい方は私どもの方へお

問い合わせいただければ、メールアドレスをお教えさせていただきたいというふうに考えて

います。 

 それと今の大変説明不足で申し訳ありませんでしたが、消防活動用備品購入費２３９万１,
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０００円ほどですが、空気ボンベが１０本、それから呼吸器が３５万７,０００円が１台、そ

れから携帯警報器ということで消防隊員が現場の火の中へ――火の中も入りますが中へ入っ

て動かなくなるとベルが鳴るしきがある。それを携帯警報器といいますが、先般、新潟市で

殉職されたああいうたちも数秒動かなくなるとすぐベルが鳴る。そうすると他の隊員がまた

中へ入ろうということですが、その辺を購入した総合計が２３９万円ほどであります。以上

です。 

○山田 勝君  携帯の方はそのようにぜひ普及をしてください。 

それとあと今の備品購入、空気ボンベというのは正直なところ圧力計算もしていますが、

要するに鉄のかたまりであります。それと空気ボンベ一式３０万円ほどといいましたか。そ

うしますと２３９万円というのが非常に高額に感じてしまうのですが、そういった、これに

限らず備品関係の適正価格というのはどのように検証されておりますか。お願いします。 

○消 防 長  消防車両ひとつどれをとりましても、その辺のディーラーに置いてあるよ

うな車両もなければ全部特注で艤装で全部します。日本の国内には消防防災メーカーは多々

ありますが、車両であれば２～３社。活動備品は多少今ドイツの方からもどんどん入ってき

ていますが、もちろん外国製になるとちょっと高めであります。 

私どもは一番使い慣れた川崎重工業という会社のライフゼムをこれは日本のシェアでも８

０パーセント超えている品物ではないかなと思っていますが、私どもはもう発足以来その製

品を使っております。また、市消防となりましてまた契約の方も市の方へその旨情報をお伝

えして、その辺を導入するようにしています。専用品でございますのでもうあてがわれたそ

れを使う以外、私どもはないというふうに。私もまた信頼もしています。以上です。 

○寺口友彦君  ２７０ページ中段の公務災害に関連してでありますが、最近は消火活動の

事例の中に消防署員でもない、消防団員でもないという方が消火活動に協力をなされて災害

に遭われたという事例があったかと思います。そういう場合についての補償といいますかそ

れについての規定があったら教えていただきたい。 

○消 防 長  もちろん消防団員は消防団員等公務災害補償基金の方で事務をやっていま

すし、本人も負担金を取られていますが４３０万円ほどであります。先般、今年の１月だか

２月ごろ大崎、柳古新田でありましたが、あれはすぐお隣のお父さんが消防活動をして、そ

の日のうちに具合が悪くなり自分で大和病院で受診をしてそして一度戻られて、翌日また様

態が急変をして、もう亡くなられたということでありました。 

大変一般人が協力者、もちろん消防法には火災を発見したら遅滞なく通報する、あるいは

消火活動をする、応急消火をしろというのは、これはもう義務付けてありますから、その義

務の範囲の中で、その人たちに本当に病気の持病があったかないかというのは、この度も大

変難しい作業、事務処理をしました。最終的にはやはり消火活動中の関係で亡くなられたと

いうことで公務災害認定審査会の方で判定をいただきました。そうしますと今度はその人の

なんといいましょうか１年間の給与所得等々の関係で、補償基礎額を決めて最終的にはお金

が支払われるということであります。まだ金額は聞いていません。以上です。 
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○寺口友彦君  先ほどの議論の中にも消防団員の数等がありましたが、消火活動において

は初期消火これが非常に重要なものを持っていると思います。その中で隣の家が燃えていれ

ば、消防車が来るのを待っているというのが危険を回避するについてはそれが一番であろう

けれども、そうはいっても隣のじいちゃんが入ったとかになれば、それはやはり飛び込みま

すよね。 

そうしたときについての規定がきちんとあって、きちんと対処されているのであればそれ

はそれでいいのですけれども、こういうものに限って消火活動をしているのだというわけで

はないところは私もわかりますが、やはり私などでも昼間家にいればそういう活動に当然出

て行くだろうけれども、そういう補償があったということであれば、それはやはりちょっと

市民の皆さんの耳にも知らせてあげるべきではないかと思うのですが。その辺についての消

防長のお考えを。 

○消 防 長  そうですね。常備の消防本部の職員、隊員はもちろん中にも入れますし、

命令で入れるわけですからその責任は上司にあるわけですので。ただ、消防団員は私どもは

中へ入ってもらうことはあまり考えてはいません。なぜかというとやはりそれなりの訓練も

していないし、やはり装備も悪いということであります。 

それから一般の人が外部から筒先を保持するのをお手伝いする程度ぐらいで、煙でもあお

られていろいろの関係で流れてきますが――この度はたぶん煙の関係ではないかなと思うの

ですが――炎やそういう火射熱やその辺の公務災害ではなかったようにあれしていますが。

一般人はまず通報する。あるいは吹けば飛ぶような火を消す程度ぐらい。もう炎が軒先から

出ていると、ハフまで上がっているなどというときは、もう絶対近寄っていただいては困る

というのが私の考え方であります。そのための通報体制の確率をもう少し幅広く広めた方が

いいかなということです。以上です。 

○宮田俊之君  総務費の方でも伺いましたので片手落ちにならないように伺うのですが、

２６６ページ、またタバコの問題で恐縮ですけれども。喫煙所システム借上料ということで

今度はまた額が非常に大きいという中で、本庁庁舎よりもやはり一般の方が少ない消防庁舎

で分署の中にも置いておられるのだろうとは思うのですが、そうなればやはり今後の予算の

中で査定する側、要求する側の考え方だと思うのですけれども。職員にとって喫煙すること

は必要なのだということで、こういった費用は今後も認めていくものだという方針なのか。

予算ももう通しているわけなのであまりここではこれ以上申し上げませんが、この辺の考え

方はきちんとお示しいただきたいというふうに思いますし、このシステムを運用する電気料

のこともございます。庁舎につきましては吸っている方たちがお金を出し合って負担してい

る部分もあるということでございますので、この４７万８,８００円をどのように今後お考え

か。市長のお考えで結構ですが一言お願いします。 

○市   長  消防が特にということではありませんけれども、三つ今庁舎があるわけで

すが、喫煙借上システムを廃止するということは全く考えておりません。要はタバコを吸う

ことはこれは本人の部分ですので、いいとか悪いとか言われる本来筋合いではないのですね。
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人に迷惑をかけないでやってくれということです。事務所の中には置いてありません。本庁

舎でありますと昔議場で使っていたところのあの広場、あそこに１カ所です。そういうこと

で極力吸わない人の迷惑にならないようにということでやっていまして、これを全部やめて

庁舎内はすべて禁煙で庁舎の敷地内も禁煙だというようなことに踏み切るつもりは私はござ

いません。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と認めます。） 

 異議なしと認めます。よって第９款 消防費に対する質疑を終わります。 

○議   長  ここで暫時休憩といたします。再開は２時５５分といたします。 

（午後２時３７分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時５５分） 

○議   長  第１０款 教育費の説明を求めます。 

○教育次長  （説明を行う。） 

○議   長  教育費に対する質疑を行います。 

○牧野 晶君  最初に３１８ページ、文化施設運営委託事業費。指定管理の件になります

けれども私の記憶だと以前文化スポーツ振興公社に管理委託をするのが、たしか契約は２月

や３月だったような気がするのですけれども、どうせ委託先を決めるのであればもっと前倒

しをした方がもっといいような。契約後にも受け手の方も動けるわけですし、逆に雇用の面

でも不安がないわけですし、事務手続き上、前の方に出すだけでまたいろいろな職員の士気

なども上がってくるわけですから、なるべく指定管理というのは今後早めにするべきではな

いのかなと私は思うのですが、その点のご答弁いただきたいと思います。 

 あとそれと私のちょっと耳がおかしかったのでどこであれなのか、学力テストが始まった

わけですけれども、今まで全国に対して市内の学校はどうだというふうな質問はよく出てい

たわけですけれど、市内間の違いというのは。市内の学校での要は差というのはあるのかな

いのか。 

それの差が例えばどのくらい、いいところと普通、その平均、あとは悪いところ。どのく

らいの差があるのかについて聞かせていただければな、という思いがあります。もういっそ

のこと公表してしまえばいいのにな、というふうな私は思いがあるのですが、その点につい

てもお聞かせいただきたいと思います。 

 あとそれと３２０ページのスポーツ推進一般管理費とかその辺スポーツ関係にいきますけ

れども。非常にスポーツに力を入れている点もあるわけですし、今後バレーについても力が

入っていくのだろうなという思いがあるわけです。ちょっと最近残念なことにスキーの選手

が例えば小学校とか中学校の全中大会、県内スキー大会でも勝っていくのが、この辺の南魚

沼郡内の選手がなかなかいなくなってきたということで、やはり少雪の影響もあったりいろ

いろな影響。昔は旅館業の方とかひと財産使ってスキー選手を育てていたというのがあるの
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ですけれど、最近はそういう経済的な面できついところがあって、なかなか親の支援ができ

ないわけですけれども、例えば湯沢町は行政とあとスキーの指導者が一生懸命になって、１

０人ぐらいの選抜チームを北海道に合宿などに連れて行ったりするわけです。 

それを市にやれというのも私は本当はやってほしいですけれどもなかなかしんどい点があ

るわけですから、可能であれば市と湯沢で協議をして同じ南魚なのだから何人か混ざって、

地域が盛り上がっていかなければならないのだから、地域でそういうふうなスポーツの連携

ができていける、育てていくというのも湯沢町とか、スキーに限らずなんでもそういうふう

な点で連携していっていただければなというふうな思いがあります。 

 それと３２６ページ、米飯給食経費補助金ですけれども、総務委員会で視察に行ったとき

ご飯がまずかったというのがあったわけです。以前もちょっと出たわけですけれども最近は

どうなのかなというふうな、その点のお答えを聞かせていただければと思います。 

○教 育 長  学力テストの件に関して私の方から答弁をさせていただきます。私どもい

つも思うのでありますが・・・最初に、この学力テストについては文科省の経費でやってお

りますので、この決算書には出てまいりません。それでたった１回のテストでやっているわ

けでありまして、例えば市内の２０小学校、６中学校あるわけですからそのテストの結果だ

けで並べれば当然高いとか低いとか、これはそういう順番で並びます。しかし、私はこの年

１回やっているテストの結果そのものだけで学力が測れるとは正直思っていないです。 

それともう一つは学校の児童生徒数の多いところ、少ないところがありまして、極端に少

ないところになりますと、学校の平均というふうな言い方が果たして意味を持ってくるかど

うかというところもあります。ですので、学力は非常に重要な問題ではありますけれども、

学力テストで市内で例えば今年はこの学校が一番でこの学校が振るわなかったというふうな

そういう内容について公表する考えは全く思っておりません。むしろその結果に一人一人の

結果が出ているわけでありますから、学級担任、校長がその子どもたち一人一人に対してど

ういう指導をするかというところの材料に生かしていただきたいと思っております。 

それからもう一つ言えることは、去年・今年とやってみてつくづく思ったのでありますが、

この地域の子どもたちは、計算して答えが出てくるというふうな問題に対しては積極的に取

り組んでいるわけですが、なんといいますかどういう答えにしても答えそのものはＡでもＢ

でもいい。ただ、どういうふうにその筋道を立てて考えてそういう結論になったかというふ

うな、そういうことを書かせる問題になりますと、何も書かないで提出してしまうという割

合が高い。これは昨年からそういう傾向が見えました。それでその対応について昨年から各

学校で取り組んでいるわけでありますが、残念ながら今年も１年間の取り組みの成果として

はまだ十分とはいえない状況であります。 

したがいまして今後とも、読解力ですとかあるいは筋道をつけて自分なりの考えをそこで

展開するという力ですとか、そういったことの育成にはこれまで以上に努力してまいります

が、年１回のこの学力テストの結果、各学校間の成績を公表するという考えは持っておりま

せん。 
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○社会教育課長  それではただ今の指定管理者制度につきまして、契約の時期を少し早め

たらどうかという内容でございますが、これから実は選定審議会に一応９月にかけるという

ことで進めております。公募するようになれば当然１０月に募集をするというようなことで

公募期間も１カ月ぐらいみております。一般質問でも質問がありましたので今、広報も含め

まして鋭意検討中であります。あとは一般質問の回答のとおりですのでもうしばらくお待ち

を願いたいと思います。 

 それからスポーツの振興の方につきましては、全般的には全国大会以上、棚村基金という

ことでスポーツの方では補助金の補助を若干ですけれどもそういう制度がありまして、国際

大会あるいは国内大会ということでそれぞれ補助をする制度がございます。 

なお、湯沢町と例えば連携をということですが、今のところ特にどういう協議で連携をし

て指導をしているとかということはありませんが、将来的にはそういう連携をした中で、や

はり学校でアルペンあるいはノルデックそういった指導者の方も不足をしているということ

もありますので、今後連携をしていくということになれば、やはり盛んなところと進めてい

くべきではないかと、以上のように思いますが。以上です。 

○学校教育課長  それでは米飯についてお答えします。米飯については大和給食センター

が１社委託しております。六日町給食センターが２社の委託をしております。塩沢の自校に

ついては自前でお米を炊いて支給しています。 

その中で六日町に入れている２社について、六日町給食センターの給食数が多いというこ

とで、時々ばらつきがありましてクレームが出るときがありますもので、その辺については

栄養士の方で指導をしながら極力評判の悪くないようにということで対応をしています。一

時そういう話があったのですが、今のところは別にないというふうに思っていますし、大和

の方も塩沢の方もおいしいという話は聞いております。以上です。 

○牧野 晶君  指定管理の方ですけれども、要は今年はいつでは決めるのですよという話

を、要は指定管理が委員会をいついつやるなどという話だった。そこのところをちょっとす

みません。一般質問の答えであったら、私がそこを聞き落としていたことになるのですみま

せん、ではそこだけすみませんが。 

 あとそれと教育長の答えで考えがあっての、学力ではない方の考える力的なことを言って

いるわけだと思うのです。そっちの方が弱いということを言っているので、それであれば教

育長の考え方というのも理解できるわけです。そっちの方がちょっと弱いのであればそこの

弱いことを公表することによって、またちょっと誤解を受けるとられ方をするので、そこの

ところはわかるのですけれども。私ちょっと聞きたいのは、よく前からあったのは県や国に

比べて、要はここのところはいいところもあれば悪いところもある。悪いところに関しては

教育指導主事が指導をしていますよということですけれど。では、今の教育長の答えだと、

要は学校間については担任の教師にお任せしていますよ、というふうな答えに私は聞こえて

しまうのですよね。 

教育指導主事がでは学校の校長先生しか相手にしていないのか、それとも担任とかを相手
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にするのか。そこのところの答弁も必要だし、教育長ちょっと今の答え方だと学校間の市内

全部は平均点はこのくらいだからいいか、という程度にしか把握していないのではないかな

というふうにも私は聞こえるようなご答弁にも思ったわけです。この学校ごとについてはみ

んなにお任せしているのでということは、やはりそういうふうな点もどういうふうに考えて

いるのか。しっかりとご答弁をもう１回聞いた方がいいと思うのですみませんが。どういう

対策をしっかりしているのか、お持ちなのか、お考えをお聞かせお願いします。 

○教 育 長  言葉足らずで大変恐縮でありました。指導主事はもちろん管内の教員全体

を対象として研修、指導を行います。各学校といいますか、学力テストの各学校の成績の状

況等についても、指導主事が学校と情報を共有しながら、例えばＡという学校に対してはこ

ういうところがちょっと弱いのではないのとか、Ｂという学校についてはこういうところを

もう少しやった方がいいのではないのとか、そういったふうな個別の指導も行います。 

それから全体として傾向がほぼ小学校２０校なら２０校、中学６校なら６校だいたい同じ

ような傾向を示しますから、それに対しては毎日の授業の中でこういうところを生かしてい

ったらどうかというふうな指導もしているところであります。 

私は先ほど申し上げましたがどんなテストをやりましても、当然例えば２０の小学校が同

じレベルで揃うことはないわけでありまして、上にいくところもあれば下に来るところもあ

る。たまたま上になった、下になったということをあまり――これが年に１０回も２０回も

やっているテストであれば、いつも上位にくる、あるいは下にきてしまうというふうなこと

が、大きな問題といいますか傾向としてだいたいそうなのだろうということがわかるわけで

ありますが、年１回ではなかなかそれがそういうふうに考えることが正しいとはちょっと思

わないものですから、先ほどはこのように申し上げました。 

 それから今申し上げましたように指導主事は各学校の全体の姿というふうなかたちで指導

に入ります。・・・ということであります。よろしくお願いします。 

○社会教育課長  先ほどの指定管理の日程的なスケジュールでございますが、一応市全体

の指定管理も含めまして総務課の方で担当をしておりますので、全体のはちょっと私の方で

は差し控えますが、担当課といたしまして社会教育課部門につきましては、９月中にできれ

ば選定審議会を開いていただいて、選定方針を決定していただきたいということで一応進め

る予定でおります。 

○牧野 晶君  単発的な年に１回のテストではわからないということで、それが何年かし

ていけば当然、３年、４年していればそれはもう年度のが出ていくわけです。いままでとは

またもう２年経過しているわけです。今度は傾向が本当に出てくるわけです。学校ごとにと

か地域ごとに。 

なので今までとはまた違った視点が今度は必要になるので、では今度はどういうふうなこ

とをしていくのか、その点。今回の１９年度は１年目ですから、そのまた次のところのステ

ップに入っていく段階だと思うので、どういうふうに考えておられるのか。 

あと選定委員会で方針を決定していくというのと実際のあれは違う。方針を決定していく
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というのは、もうどこにするのか決めるということではなくて、実際契約とはまた別なわけ

ですよね。そこのところをその極のところを聞きたいわけです。前のところは２月や３月ご

ろだったと私は記憶しているのですけれど、前にせっかくやるのであればなるべく前の方に

送ってやるべきことではないのかなと。そういうふうなのがいいのではないかなと私は思う

のです。その辺をお願いします。 

○教 育 長  今ほどのご指摘にありましたように、何年かやっていけば当然それは年１

回のテストだといいながらも何年か累積すれば、それはやはり一つのデータとして重要視し

なければならないということになってきますから、仮に同じような結果が毎年毎年出るよう

であれば、今度はまたおのずから別の対応を考えざるを得なくなると。それはそのとおりだ

と思います。 

 それと社会教育課長の方で言っていました指定管理の契約の時期でありますけれども、私

どももできることであればなるべく早い時期にとは思いますが、これはいろいろな施設があ

る中で社会教育関係の施設だけこの時期に、ということはちょっと難しいかと思いますので、

今後、市長部局の方と十分協議しながら、せっかく働いてもらうのだったら楽しく働いても

らえるような、そういった工夫もしてまいりたいとこのように思います。 

○笠原喜一郎君  １点だけお聞きをいたします。３１０ページの図書館費の中でお聞きを

いたします。図書等購入費ということで３７０万円弱もってあるわけですが、購入冊数が２,

５００冊です。図書館費を議論するときに、非常にまだ不足をしているのだというような話

がよくでるわけですけれども、貸し出し冊数が９万冊ある中で２,５００の図書新規冊数の購

入、このことについてどういう感想をお持ちか、まず１点お聞きいたします。 

○教 育 長  決してこの冊数で満足しているという状況ではございません。ただ、議員

もご承知のとおりでありますが図書館のスペースそのものが非常に窮屈であったり、書架も

多少は空いているところもありますけれども、必ずしもゆとりが多くあるという状況でもあ

りません。したがいまして、希望を言えばもっと新しい本をいっぱい入れて、そういうふう

に希望はしているわけでありますが、もう少しこの図書館全体の計画といいますか、その辺

もにらまないとちょっと難しいかなとこんなふうに考えているところであります。 

○笠原喜一郎君  今後、図書館建設というような総合計画の予定もあるわけですけれども、

この前２３番議員の発言の中で市長は、久しぶりにいい提案をいただいた、というようなこ

とであったわけですが、私は市長が２３番議員を褒めたことに驚いたのではなくて、市長が

そういうことを知らなかったのかなということに本当は驚いたのです。 

というのは福島県の矢祭に行った話しを聞いたかどうかわかりませんけれども、そこは「も

ったいない図書館」ということで図書の寄贈を呼びかけました。４０万の冊数が集まって、

その方々の本当に善意で作られた図書館なのですけれども。今、市の中でも寄贈を受けた図

書というのが１,３００冊ぐらいあるわけですが、これが本当に善意の呼びかけをしたのでな

くて、どうですか、ということであるわけです。私は本当に図書が足りないということであ

るならば、そういうこともやはり排除しないで、図書の充実というのを図っていくことが大
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事だと思うし、また図書を寄贈する方というのは私もそこに参加をしたという、やはりその

共有意識を持つわけですので。そういう意味でそのことをぜひ検討していくべきかなという

ふうに思っておりますが、お考えをお聞きいたします。 

○教 育 長  結論から先に申し上げますと、十分実施に向けて検討させていただきたい

と思います。ただ、正直申し上げて私も図書館に何回か本を引き取ってもらってもらったと

いいますか、経験があってその点で申し上げますと、一般の市民の皆さんが読みたいという

本と、必ずしも図書館に本を寄贈したいという方が手元に置いてある本が一致しないことが

ままあるのではないかなとこんなふうに思いますが、ただ、最初に申し上げましたように実

現に向けて研究させていただきたいと思います。 

○市   長  私の質問ではないことですけれども名誉のために。私も矢祭のことはよく

知っておりますし、寄贈ということもよく知っておりまして、私があのとき驚いたのはその

以前に一般質問の中で、非常に細かないろいろな部分を建設的とは思えないような提言をず

っとしてきていたのに、急にああいう提言をぱっとなされたこと、これは驚きましたとこう

いう意味で申し上げたわけです。 

ちなみに、おとといですか昨日ですか、栃窪に１００歳の方がおられましてそこのお宅に

表敬訪問。その方は今でもまだ本を読んでいる。非常に本が好きで家の中にものすごい本が

ある。これをなんとか市の方にというお話もありまして、「いや、ぜひとも。実は議会で先般

こういうすばらしい提言もあって、そういうことを今度は取り組もうということで進めてい

ますので、いずれまたご連絡申し上げますので」とそういうふうに話をしてきました。 

そう時を置かずに取り組んでみて、図書館ばかりではない話からこれが出ていますので、

保育園だとかいわゆる特養ホームだとか、そういうことも含めて十分対応していきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

○中沢俊一君  日頃から建設的な意見を言っているつもりですが、もう一考お願いしたい

と思います。ページ数は指定しませんが「天地人」がらみの質問であります。学校現場では

副読本をまた改定したりしまして、この辺の教育の普及に力を入れていると思いますが、現

場ですね、実際学校ではどういう取り組みをして、どういう今のところ経過でどういう成果

をねらっているか。聞かせてください。 

○教 育 長  議員もご承知のとおりでありますが、旧六日町の時代に「二人の英雄」と

いう副読本を作りまして、各学校に配布をいたしました。ただ、これが合併前でありました

から合併前の六日町の学校だけでありました。この度は若干の資料の追加とあるいは表現の

工夫も加えたところでありますが、新たに作りなおしまして市内全体の学校に配布をしたと

ころであります。 

これをどのように使うかということでありますが、私どもといたしましてはまず「義と愛」

の心なのですが、これを子どもにわかるようにどのように使うかというふうに考えましたと

ころ、やはり一人一人が大切にされる、一人一人を大切にする、そういうことにつながるの

だろうとこのように考えまして、ちょっと大げさに申し上げればそのことから教育特区とい
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うふうなところにもつながったとこんなふうに思っております。 

各学校での取り組みといたしましては、五十沢小学校におきましてはこの副読本を使って

総合的な学習をやりまして「直江兼続」という人を研究し、そしてその結果として、どうし

ても米沢に行って博物館を見なければ、見たい、というふうなことから、当時スクールバス

を出して日帰りで強行軍でありましたが行ってきたというふうな取り組みがあります。 

また、今年になってからでございますが六日町小学校では修学旅行で米沢に行きまして、

米沢の小学校と交流を持ったと。とくにこちらの小学校と米沢の小学校で共に交流を持った

ということが、非常に有益であったとこのように学校の関係者も申しておりますし、私もそ

うだろうというふうに思います。 

歴史上の人物を、とくに戦国時代の武将を今の子どもたちにどういうふうに伝えるかとい

うのは、非常に難しいところがありまして、やはりいろいろな立派なこともやっているわけ

ですが、反面、戦争というふうな戦闘行為というふうなこともやっているわけでありますの

で、どういう気持ちでその生涯を貫いたというふうなところを、私としては強調をしていき

たいと思いますし、また学校でもそのように取り組んでいただけるものというふうに思って

おります。 

○中沢俊一君  それぞれ取り組んでおられるということですが、六日町小学校さんの場合

は修学旅行という枠組みから外れて２泊３日ということで米沢に行ってこられた。本当に私

は校長先生を始め先生方の尽力に感謝を申し上げます。 

その中でありますが６月の一般質問でも９番議員から会津の例をひきまして心棒を作らな

ければならないという提言がございました。確かに会津ではこの会津に伝わる何カ条でした

か、あれは子どもさんがわかるかたちにかえて５年～６年経っていると思いますが、目に見

えて問題行動が減っていると。全体で取り組んでいるわけでありませんが市内の取り組んで

いる学校ではそういう成果が出ているという話を聞きました。心棒であれ背骨であれいい機

会でありますからそこもやはり発展させて、子どもがわかるかたちでぜひこの機会を作って

いただきたいということ。 

それから今の教育長の答弁の中には国際理解教育特区の話がございました。やはり国際化

が進めば進むほど、では、お前は自分の国の文化に対して、自分の国の成り立ちに対して、

故郷に対して、どう考え、どうしていてどうやろうと思っているのか。それがやはり国際人

として価値を得る、そういうことだというふうに聞いております。 

そういった意味もありまして、これから市としてこういうかたちにしていただきたい。よ

く小学校、中学校の校長先生方に市としての期待といいますかそれをお願いしたいと思って

いますけれども、その点について教育長の考えを伺います。 

○教 育 長  なんといいますか、ちょっと難しい部分もあるなと思ってこの今のご質問

拝聴いたしましたが。例えば会津でも、米沢でも、上越でも昔から伝わってきたものがあっ

て、それを市なり学校なりが掲示して取り組んできたという経過があります。私どもの場合

これもこれから市民対象に募集して作れないこともありませんけれども、ある程度といいま
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すか現実に例えば上杉謙信公が壁にこういうふうに書き残したというものと、今、私たちが

例えば市民から広く公募をして、例えば３か条でも５か条でもいいわけですがこういうもの

を作りました、というのではだいぶ受け方が違うのかなと。こういうふうな気がいたします

ので、少し難しいかなとこんなふうに思うところであります。が、ただ、いじめ根絶に向け

た各学校の取り組みというふうなものを見ておりますと、例えば城内中学校というふうなと

ころでは城内中学校なりの取り組みをしているわけです。その根本にはやはり一人一人を大

切にしなければいけないというふうなそういう考えがあって、子どもたちが自分たちで標語

を作ったり取り組みをしているわけです。ですので、子どもたちが自分で取り組んでいるそ

ういう力をもっともっと伸ばしてやるということも、非常に大事だなと。こんなふうに思っ

ておりますので、当面はそちらの方に力を入れたいなとこんなふうに思います。以上であり

ます。 

○市   長  私どもが教育的なことについてあれやこれやということを申し上げるつも

りはありませんけれども、やはり私もこの「天地人」が放映決定になってからこういうこと

もやはり教育の中に生かしていきたい、お願いをしたいということを言っているわけであり

ます。 

やはり市民憲章がその前にちょうどできまして、あわせますと市民憲章では人間、自然、

ものづくり、これを大切にしようということを大きく謳っているわけです。まさに兼続公の

義と愛の精神にそっくりでありますので、その辺も上手くリンクをさせていただいて市民憲

章の大枠に沿ったようなことをまた教育の中にも入れていただければという思いを、教育委

員会の方には伝えたいと思っております。それで教育委員会がそれはふさわしくないという

ことになればまた別ですけれども。そんなことを私は思って、そして兼続公の偉業をずっと

やはり語り継いでいかなければならないと。 

一つだけ逸話ですけれども先般言いました六小の子どもたちが米沢に行った際に、この間

米沢からお出でいただいた小山田先生がおっしゃっていましたが、米沢の子どもたちは兼続

なんてほとんどしらないと。知っているのは謙信と鷹山。こちらの子どもたちが兼続公のこ

とを本当によく勉強しているので驚きましたと。すばらしいと。こういうお褒めもいただい

ていますので、謙信、鷹山にかなうところではありませんけれども、私たちはやはり兼続公

ということをきちんと打ち立てていきたいなと。そういう面では六小の子どもたちはよくそ

こに行っていただいて、そしてそういう自分たちの考えたことや思ったことも披露してきて

もらったなと思って、本当に褒めたいと思っております。 

○中沢俊一君  一般質問で問題はございませんので深くは言いませんが、やはり私にして

みれば南魚沼市立の小学校、中学校であります。それはいろいろな限度もありましょうけれ

ども、やはりこの市で大事に育てる子どもたち。それには千載一遇のチャンスとしてこれを

市民憲章とリンクさせながら、目に見えるかたちで普及していただきたい。こんなことを要

望して質疑を終わります。 

○佐藤 剛君  ２点お伺いいたします。今「天地人」を教育現場に繁栄をという話が出ま
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したけれども、その前段としましてやはり郷土史というのはきちんと整理しなければならな

いという観点で、１点目は３１６ページの郷土史編さん事業です。今ほどの説明の中では２

２年から六日町の資料編を順次発行していくということで、１９年度は六日町の近世の部分

を手がけたというようなことであります。私も期待しているところが大きいので、最終的に

いつをめどに進めているのか。これは以前にも話が出たかもしれませんけれども。 

それと、決算ですので１９年度の金額的なことに限って言えば、当初予算に筆耕料があり

ましたけれども、それはこの決算であがっていなかった。事前の話し合いをしなければ筆耕

ができない。だけれども筆耕ができなければものが進まないというところもありますので、

その辺どういうふうなことになっているのか。そういう関係で遅れているのかこれは想定内

かというようなことも含めて、お話をお伺いしたいというふうに思いました。 

 もう１点が３１８ページ、先ほど１０番議員の方からもございましたけれども指定管理が

らみです。文化施設運営委託事業費ですが、先ほど次長の説明の中では施設管理運営請負委

託料これについては、文化会館、そして今泉博物館、そして鈴木牧之記念館の関係だという

話をされました。それが４,１００万円ということになるのですけれども、ここの部分は非常

にわかりづらいところなので、以前にもお聞きしたので私の勘違いもあるかもしれませんけ

れども。１８年度の決算を見ますと、今言いましたこの３施設の委託料は、だいたい３,５０

０万円ぐらいだと思うのです。先ほど言いましたように３施設今回４,１００万円ぐらいにな

っているというところの内訳といいますか、ここの施設管理料は先ほども言いましたように

特殊な事情がなければ前後はしないと思うのですが、その中身をちょっと教えていただきた

いと思います。 

○社会教育課長  ２点ほど質問がございましたのでお答えをしたいと思います。まず１９

年度の六日町町史の編さんですけれども、発刊準備ということでこれが１９年度、２０年度、

２１年度とずっと発刊準備になります。そして発刊されるのが２２年度になります。それか

らこれも実は２６年度まで延々と続くわけですが、最初は資料編になります。それから最終

的には通史編ということで、全部発刊されるのには２６年になりますし、そのあとに大和町

史ということで補巻、下巻等が作業が入るということで、だいぶ時間のかかる作業になって

おりますので、ちょっと整理でもしないとなかなか説明しにくいところですが。今言ったよ

うに非常に資料編があったり通史編があったり、それから３巻までというようなこともあり

ますので、すぐ印刷費がかかるとかということではありません。 

それからもう一つ文化施設のところですが、３１８ページのところの説明ですけれども、

文化施設運営費委託事業費ということで上の欄は先ほど次長からの説明もありましたように、

市民会館、それから今泉博物館、牧之記念館ということでこちらの方の委託料関係につきま

しては施設管理費が主になっております。 

これにつきましては４,０００万円のところが、１８年度が３,５００万円、それから１９年

度が４,１００万円ほどということで、これは当然のことでありますけれども、施設が老朽化

したりすれば経費の方も上がってくるということですし、また、当然利用料が上がれば、こ
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ちらの方は若干安くなるというような内容です。 

それから下の方の欄ですが、文化スポーツ振興公社補助金ということで書いてありますが、

これにつきましては市民会館と今泉博物館とこの二つの人件費補助になっております。１８

年度は３,５６５万円ほどですし、１９年度は３,５５０万円ほどで、これにつきましては人件

費補助ということで一応施設も２０ほどございます。大分なんといいますかスポーツ関係も

含めまして非常に数が多くなっていますので、その中でそれぞれ振興公社の方の決算書を見

れば非常にわかりやすく整理してあるのですが、なかなかそれをここの決算書に結び付けて

説明するには、この２段書きだけですとちょっと説明しずらい部分がありますので、その辺

は公社の方で十分な監査をさせているということでご理解をお願いしたいと思います。 

○社会教育課長  筆耕料につきましては今ほどちょっと調べておりますので、のちほど報

告をさせていただきます。以上です。 

○佐藤 剛君  では筆耕料の件はのちほどということで結構ですけれども。施設管理運営

委託料の方ですけれども、年によって施設管理とそしてまた修繕やそういう部分も含んで年

度によって増減するということですか。これちょっと、みんなだけれども指定管理はそうい

うことになっているのでしょうか。 

施設管理の運営経営委託料はこれこれ、そしてまたそういう部分はそれぞれ、というよう

なそういうふうになっていないと、委託料といいますか管理がどのような動きになっている

のか、修繕関係は別にしてなかなか見づらいということになって、私どもの立場にするとわ

かりづらいということになるのですけれども。これはほかのところも一緒であれば私はそれ

で何とか見ますけれども、この辺をちょっと確認したいと思います。 

○社会教育課長  実は振興公社の方の決算書では１８年度、１９年度見比べできるように

なっておりまして、それぞれ施設ごとに委託料も全部分けてございます。ただし、なかなか

これが、先ほども申し上げましたように数が多いために、それぞれ利用料金あるいはそれを

引いたかたちで委託を。不足する部分を市の方で施設管理の方も含めた委託というようなか

たちになっておりますのでそこのところには。ここは文化施設ということで三つが主にのっ

かっておるわけですが、このほかにまたスポーツ施設もありまして、それが一覧表になって

それぞれ分けて決算を出されておるというようなことで、そこのところは当然施設が老朽化

すれば増えているという内容です。以上です。 

○中沢一博君  時間もだいぶ迫ってきたみたいで簡潔明瞭にさせていただきたいと思いま

すけれども、２７６ページの教育改革推進事業の件の学校評議員報酬、学校評議員について

お聞きかせいただきたいと思います。学校の評価の取り組みについてお聞きしたいわけでご

ざいますけれども、いろいろ教職員の自己評価だとか、また保護者とか地域の方々のこの学

校評議員の方ですね、あとは学識経験者等で行われているかと思います。どのような評価ま

た意見等が出ているのか。時間の関係もありますので簡潔明瞭で結構でございますのでお聞

かせいただきたいと思います。 

○学校教育課長  各学校に３名から５名の評議員がおられます。年に１回から２回という
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ことで会議を開いております。その中では特色ある学校づくりだとか学校行事全体について

の評価会議を行っているというのが全容でございます。以上です。 

○中沢一博君  具体的にこういうふうにすべきではないかとか、そういう部分の具体例を

もし差し支えなければお聞かせいただきたいと思います。 

○学校教育課長  今ほど言ったような全体的な部分しかとらえていませんので、その辺に

ついてでは具体的なものについては調べてまいりたいと思っています。 

○中沢一博君  あとでまたいただくということでありがとうございます。情報公開という

ことでやはりせっかく素晴らしい制度をもってやっているわけですので、どのような評議委

員の皆さんが、どのようなまた各学校によっていろいろな部分があるかと思うのです。どの

ようなかたちになっているかということをやはり私どもも知りたいなと。それを知らないと

次のまた新しい地域づくりに、学校づくりという、開かれた学校という部分でやっていかれ

ないわけですので、ぜひ、お聞かせいただきたいと思っています。 

私今、具体的な話でちょっと連携の部分でお聞かせいただきたいのは、例えば細かい話に

なって大変恐縮ですけれども、学校の体育館がありますがその電球等が壊れた場合、学校教

育課で管理しているのでしょうか。社会教育課で管理しているのでしょうか。その点をまず

１点お聞かせいただきたいという点。 

もう１点は先日、総文の委員長からも委員会の報告がありました。学校教育課と社会教育

課の部分でありますけれども、例えば浦佐保育園、幼稚園が認定子ども園にしたいという方

向を出している。そうなった場合、学校教育課ではこれは公設民営化指定管理者制度でいき

たいというような意見が述べられたわけであります。私たち社会厚生委員会では認定子ども

園は、指定管理者制度には法律的にできませんという、そういう報告を受けているわけです。

その連携を私たちはどのようにして受け止めたらいいか、ちょっとお聞かせいただきたいと

思います。 

○学校教育課長  体育館の電球の取替えについてご説明します。体育館については社会教

育でも使っておりますが、修繕費については学校教育課の修繕費で処理しております。 

認定子ども園については今ほど議員の言われるように、当初、指定管理でいけるという前

提で子育て支援課と学校教育課で協議してまいりました。決して別々に進んでいるわけでは

ございません。その中で幼稚園、文科省の関与する部分について指定管理ができないという

条文がありますもので、その辺を今再度どういうかたちがいいのかということで検討してい

る経過で、そういうちょっと中沢議員には心配の意見が出ていると思います。経過の中での

変更でございますし、二つの課がともに協議して進めております。以上です。 

○中沢一博君  すみません終わります。私は例えば学校教育課で管理していると言ってい

ながら、例えば夏の合宿のときに県外の方たちが、私ども市で使うよりも高いお金を出して

使っているわけであります。例えばある中学校で具体的に私の方に言ってこられた方がいま

した。２０あるうちの７つ壊れていると。いつになっても交換してくれません。私たちは高

いお金を払っているのにどういうことでしょうかね、という話がありました。 
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あのシステムを見ると確かに１回１個や２個で替えられるような設備ではないのです。そ

れは重々承知しております。そういう管理というものをきちんとしていかないとやはりいけ

ないなという、また連携は大事だなということを・・・要するにしているかということを確

認したかったのです。 

先ほどの社会厚生委員会と総文の意見の違うことに関しても、例えば総文の委員長があの

中央でそういう発言をしていながら、いやこれは今こういうかたちになっていますとかそう

いうのが執行部から話がないのです・・・（「議長、いいかげんに注意しろ」の声あり）はい、

かしこまりました。そういうことで私は今のこの部分で、連携を密にやっていただきたいと

いうことを切にお願いいたしたいと思います。 

○教 育 長  いろいろ一生懸命連携を図ったつもりでありましたが、どうしても齟齬が

生じたようであります。今後このようなことがないように十分注意してまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

○阿部久夫君  １点だけそれこそ時間がまだ十分あるとは思いませんが質問させていただ

きます。小学校の学校管理費でございますが、グランドの。小学校でも中学校でもどこでも

そうですが、グランドの除草というものはどのような指導をやっているのか。（「何ページな

のか」の声あり）２８４ページをお願いします。小学校一般管理費。どのような除草体制を

指導しているのかお願いいたします。 

○学校教育課長  原則として校務員の方で草刈機等で草を刈っておりますが、一人の力で

はできませんもので年に何回かこちらの指定した除草剤を、児童・生徒のいない時間を見計

らって撒かせていただきます。以上です。 

○阿部久夫君  課長は今、除草剤を使っていると。正直なところこの地域の学校の近くの

住民から、学校というのは除草剤を使って除草をしているのかと。薬を使って。これはいく

らなんでも小さい子どもも行ったり遊んだりしているのに、まさかそんなことはしないだろ

う、ということを言いながらも校庭の中を見ると真っ赤になっています。外のグランド。 

果たしてこれが指導をやっている本当にいいのかな。学校の教育、これでは私はちょっと

納得いきません。この前、社会厚生委員会の視察のとき、五十沢小学校もそうでしたけれど

も、第一上田小学校もそうでした。やはり以前そういった問題があって、なるべく除草剤は。

やはり確かに除草は大変です。大変ですけれどもそういったことをきちんとやっていかなけ

れば、大変なこれは間違いだと私は思っています。小さい子どもが学校のグランドへ行って

遊ぶのです。もし万が一何かあったときはどうするのですか。どういう責任を取るのですか。

もう１度お願いします。 

○学校教育課長  言われることはごもっともです。それで我々も非常に慎重に進めている

わけですが、毎月１回やる校長会でこの件については議論をして進めています。それで今ほ

ど言われましたようにとてもあの広い敷地を、すべてきれいに草を取ったり刈ったりという

わけにはなかなかいかないもので、先ほどご説明させていただいたように児童・生徒がいな

いとき、何時間が経つと毒性が消えるというラウンドアップという除草剤を指定して撒かせ
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ていただいています。ただ、これについても極力回数を少なくということで、年に２回以内

ということと、それとあと撒いたところについてはロープ等で入らないようにと、一定の時

間を超えるまでについてはそういう管理をさせていただいています。以上です。 

○阿部久夫君  課長の言われるのもわかりました。やはり南魚沼市も――毎日同じような

ことを言って失礼ですけれども、多くの方がバスに乗って観光客がこられます。この地域の

学校の指導のやり方は、本当にこんなことをやっているのでしょうか、という方もおります。 

南魚沼市の学校教育はすごいですね。それはよそは私も行ってみないからわかりませんけ

れども、観光客も数多く私のところへそう言ってくれる方がいます。たまには、なかなか広

いのだから仕方がないとは言ってはいますけれども、そして先ほどのロープなどということ

は絶対張っていません。張ってあるのかどうかわかりませんけれども。 

やはり１日や２日ですぐなるのであれば、真っ赤になって何日もしばらくなっている。そ

こら辺をちょっと考えて、できるだけ撒かないような指導をしていただきたいと思いますが

お願いします。終わります。 

○社会教育課長  先ほどの報告の件ですが、筆耕料の件について郷土史編さん関係でござ

いますが、ダイジェスト版で毎年出しているものがございます。「みなみうおぬま」というひ

らがな書きの第５号の発刊がございまして、こちらの方の筆耕料となっております。以上で

す。 

○関 昭夫君  １点だけお願いします。２７８ページ国際交流・文化スポーツ基金事業。

たしかインターナショナルヴィレッジ、小学生を対象にしてという説明があったかと思いま

すが、この評価について１９年度は１泊２日で実施。２０年度今年度については１日日帰り

という対応になっていますよね。ただ、１９年度の評価がどうだったのか。その結果として

２０年度にどういうかたちで日帰りというようなことになったのか。運営上の問題でしょう

がという話であるとすれば、目指したものとどういう部分があるのかなということです。 

参加した子にすると、一泊で、初年度１９年度に参加した子は、やはり１日目はなかなか

馴染めない。ただ、夜を一緒に過ごしたりしながら２日目になってなんとなく馴染めた。２

０年度に参加している子にすると、なんだかわからないうちに終わってしまったというよう

な感じにとらえている子が結構いました。 

ただ、こういう事業に参加する子は比較的積極的な子が参加しますので、効果がないとい

うことではないとは思っていますが、目指したものに１９年度の評価としてどういうふうに

お考えかをお聞かせいただきたい。 

○教 育 長  ご指摘ありましたように昨年度１９年度におきましては、この事業を１泊

２日で組んでございます。今のお話に出ましたように一晩いっしょに過ごすということにも

大きな意義があるこういうことで取り組みました。特段そのことで不都合があったわけでは

ないのでありますが、１泊２日で組むことによる経費の部分、それからそのことによって得

られた成果、これらを総合的に勘案して、２０年度は日帰りでやろうというふうなことは、

昨年の事業実施後、関係者一同に会したときの検討会で決定をさせていただきました。 
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１９年度は初めてだったものですから講演会についても高額な謝礼、報償を支払って講師

を呼んだりというふうなこともしてみましたけれども、実際、子どもたちが聞く話としてみ

ては、必ずしもそういう有名な講師でなければならないということもなかったなというふう

なことから、今年はずっと安い講師にさせていただきました。 

それともう一つ、これはあまり直接の関係ではないのですが、中学生のアメリカ研修を２

０年度からスタートいたしましたし、それに先立って中学生の一晩泊まりのイングリッシュ

ヴィレッジをやるというなかで、スタッフもだいたい同じ人間があたりますからその辺のと

ころもありまして、インターナショナルヴィレッジについては日帰りでやろうというふうに

決定をいたしました。 

日帰りでやってみて、たしかになかなかなじめないうちに１日終わってしまったという方

もおられたということでありますが、昨年参加しておもしろかったから今年も来たとかいろ

いろな方々がいて、２０年度日帰り事業も私としてはおおむね成功したなと、こんなふうに

思っています。 

来年以降もこのインターナショナルヴィレッジについてはできるだけ日帰りにしてそして

大勢の皆さんから参加していただけるような、そういう方向で進めてまいりたいとこのよう

に考えております。 

○関 昭夫君  １９年度１泊で事業を実施する計画段階で、効果の部分も考えながら設定

をしたのだと思いますが、今ほどの説明ですと費用の問題等が大きなウエイトを占めて２０

年度は日帰りにしたと。日帰りにしたけれどそれなりの効果があったのではないかなという

ような話ですが、これ自体を事業を進める当初の部分から考えていくと、今の説明ですと費

用だけの部分で削ってしまった、他の事業もあるのでと。全体の中でという話のようですが、

聞いている限りでは場あたり的に作った事業に聞こえてしまった。今後も続けていくという

ことですけれど、本当に検証していただきたいなと。 

せっかくやるのであれば、それなりの効果が上がることをきちんと考えていただきたいし、

費用はかけなくても、今ほどの話ではありませんが高額の報酬云々という話でもないと思い

ます。その異文化との交流という話になれば、遊ぶ、あるいは相手を理解するためには接触

する時間が多いにこしたことはないわけです。それでそれの違和感なく取り組めるようなこ

とにやはり時間を使っていく、費用をかけなくてもそういうことは可能ではないかなと。あ

るいは参加費もやはり積極的な子にすれば、あるいはこうやって実習をしてくれば、おのず

とその効果が見えてくれば、参加する人が増えてくると思います。個人の負担を得てでもや

はり必要な効果が、当初考えていたような効果が上がる事業にしていただかないと、せっか

くの投資がむだになるのではないかな、という気がしていますがいかがでしょうか。 

○教 育 長  大変失礼いたしました。肝心なことを一つ言い落としました。昨年度の反

省として私が一番大きく受け止めたのは、参加者数が思ったより少なかったという部分であ

りました。どうしたら参加者数をもっと増やせるかというふうな中で、先ほど申し上げたよ

うなことを考えたところであります。当初ねらった効果というものを全く考えないで、検証
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しないでずるずると、というふうなことでは決して許されないと思いますので、ご指摘の主

旨を十分踏まえましてまた検討してまいりたいとこのように思います。 

○教育次長  先ほどの佐藤議員の筆耕料の関係でありますけれど、当初予算で８３万円ほ

ど載っていたのですが、決算でないのはなぜかとそういうご質問だったかと思うのですが。

１９年度におきまして近世の関係で筆耕をお願いしたのですけれども、１９年度中にできな

かったと、そういうことで決算の方に載っていなかったということです。 

○学校教育課長  中沢議員の学校評議委員会の件ついてご説明します。今の時代が学校評

価ということで、地域の皆さんから評価という動きが出ております。まさにこの評議委員会

はその動きなのですが、それではどんなことをやっていますかというと、南魚沼市ではとく

に特徴のある特色ある学校づくり推薦事業というのがあるのですが、それを当初我々学校教

育課が校長先生のヒアリングを聞いて、予算を聞いて配当をしていく事業があります。これ

についても学校の評議委員会では、まず１回目は我々教育委員会に説明したのと同じ特色あ

る事業について、評議委員の皆さんに説明します。２回目でその成果について報告というの

が主な流れになっております。以上です。 

○議   長  皆さんにお伺いしますけれどもあと何人ぐらいいるのですか。３人か。質

問が長い人ばかりみたいですが。４時３０分になりましたし、議会運営委員会で今日終わら

なければ最終日の朝にもっていくということで認められております。 

○議   長  それでは皆さんにお諮りをいたします。大変途中でございますけれども、

本日の会議はこれで延会したいと思いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって本日はこれで延会とすることに決定いたしました。 

つぎの本会議は明後日９月１８日午前９時３０分から当議事堂で開きます。お願いいたし

ます。ご苦労さまでした。 

（午後４時３１分） 


